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1 石綿による健康被害の救済に関する法律の概要  

Ⅰ．制度の呂的   

石綿による健康被害の救済に関する法律（以下「石綿救済法」という。）は、石綿  

による健康被害の特殊性にかんがみ、石綿による健康被害を受けた者及びその遺族に  

対し、医療費等を支給するための措置を講ずることにより、石綿による健康被害の迅  

速な救済を図ることを目的として設けられたものである。  

Ⅱ．制度の概要  

【特別遺族給付金の支給制度】  

（1）対象者  

石綿にさらされることにより発症した中皮腫、肺がん、石綿肺、良性石綿胸水、  

びまん性胸膜肥厚により平成13年3月26日以前に死亡した労働者及び特別加  

入者（以下「死亡労働者等」という。）の遺族であって、労災保険法の規定によ  

る遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅したもの。  

（2）給付の種類   

ア 特別遺族年金  

死亡労働者等の配偶者等の遺族であって、死亡労働者等の死亡の当時その収入   

一によって生計を維持していたこと等の要件を満たすものに対して支給される。  

受給権者の範囲は、基本的に労災保険法上の遺族補償年金と同様であるが、彗  

働者等の死亡当時から法施行白までの間において婚姻等、労災保険法における遺  

族補償年金の受給権の消滅事由と同様の状態に該当していないことが要件とされ  

ている点が異なる（特別遺族年金の受給権の消滅事由は、労災保険法における遺  

族補償年金の受給権の消滅事由と同様である。）。  

給付額は、年金の受給資格者の数に応じて、以下のとおり定額とされている。  

受給権音数   1人   2人   3人   4人以上   

給付額（1年につき）   240万円   270万円   300万円   330万円  

イ 特別遺族一時金  

法施行日において特別遺族年金を受けることができる遺族がいないときに、  

配偶者等の遺族に対して支給（1，200万円）。  

（3）請求期限  

痔別遺族給付金には請求の期限が定められており、施行田から3年以内（平成   

21年3月27日まで）に請求しなければ、受給できなくなる。  

（4）費用  

労働保険料として労災保険適用事業主から徴収する。  
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【救済給付の支給制度】  

（1）対象者   

ア 日本国内において石綿を吸入することにより中皮腫又は肺がんにかかった旨の  

認定を受けた者（以下「被認定者」という。）。   

イ 本法の施行前に中皮腫又は肺がんに起因して死亡した者の遺族  

（2）救済給付の種類等   

ア 救済給付の種類   

（ア）被認定者に関するもの  

医療費（自己負担分）  

療責手当  

葬祭料（被認定者が死亡した場合、その遺族に対して支給される。）   

（イ）本法の施行前に中皮腫又は肺がんに起因して死亡した者の遺族に対するもの  

特別遺族弔慰金  

特別葬祭料   

（ウ）その他  

救済給付調整金   

イ 給付内容  

被認定者が、その認定に係る疾病について保険医療機関等から医療を受けたと  

きは、独立行政法人王買境再生保全機構（以下、「機構」という。）は、被認定者  

に代わり、医療費として支給すべき額を当該保険医療機関等に支払うことが可能   

（この結果、被認短音の窓口負担は無し）。   

り 認定   

・石綿の吸入により中皮腫又は肺がんにかかった旨の認定（認定の効力は申請時  

に遡り、有効期間は5年間）は、医療費の支給を受けようとする者の申請に基  

づき、機構が実施する。  

・機構は、認定等を行おうとするときは、医学的判定を要する事項に閲し、環境  

大臣に判定を申し出る。環境大臣は、中央環境審議会の意見を聴いて判定を行  

い、機構に対し、その結果を通知する。  

（3）費用   

・救済給付の費用に充てるため、機構に「石綿健康被害救済基金」を設置する。   

・政府・地方公共団体は、予算の範囲内において、機構に対し、救済給付の費矧こ  

充てるための資金を交付・拠出する。   

・救済給付の費用に充てるため、労災保険適用事業主等から、毎年度、「一般拠  

出金」を徴収する。   

・石綿の使用量、指定疾病の発生状況等を勘案して政令で定める一定の要件に該当  

する事業主から、毎年度、「特別拠出金」を徴収する。  
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2 相談対応の基本的事項  

（1）相談対応における基本的認識   

ア 石綿救済法に定める死亡労働者等は、労災保険法施行日（昭和22年9月1日）  

以降に業務による石綿ばく露を原因とした肺がん、中皮腫等の疾病を発症し、石  

綿救済法施行日の前日の5年前（平成13年3月26日）までに死亡した労働者  

等であること、さらに、石綿関連疾患のばく露から発症までの潜伏期問（30年  

程度）を考慮すると、その死亡や石綿にばく露した事実等は数十年前に遡る事案  

も少な＜ないと考えられる。  

したがって、石綿救済法に関して局署に来庁する相談者（遺族）の中には死亡  

労働者等に関する記憶が十分でないものも多いものと考えられる。しかしなが  

ら、石綿救済法はこのような事情にある事案も含めて可能な限り被災者の遺族を  

救済しようとするものであるから、その相談に当たっては、遺族の状況に配慮し  

つつ、事実関係の解明に努めるための懇切丁寧な対応が必要である。  

イ 昨年、社会問題にまで発展した石綿による健康被害については、関係省庁闇の  

連携が必ずしも十分ではなかったという反省を踏まえ、石綿救済法の施行に当た   

っては、環境省等の関係省庁と十分に連携し、相談者がいわゆる「たらい回し」  

の状況にあると感じることがないよう、例えば、救済給付に関する相談がなされ  

た場合についても、入手している情事酎こより、可能な限りの説明を尽くすといっ  

た対応が必要である。  

ウ 石綿救済法については、法律の成立から施行までの期間が短い等の事情から、  

短期間に集中的に相談がなされることが考えられる。このため、特に相談者が多  

く見込まれる局署においては、効率的かつ迅速に対応するための仕組みが必要で  

ある。   

そのため、原則として、事前に「石綿（アスベスト）による健康障害等相談票」  

（以下、「相談票」という。資料番号1参照）を記載させた上で、当該相談票を  

用いて相談に対応する。  

（2）相談対応に当たっての留意点  

石綿救済法の施行に当たっては、厚生労働省と環境省が連携し、相談者、請求人   

の利便を図る観点から、①双方の窓口に互いにパンフレットやリーフレット、請求   

書等を備え置き、②相談者、請求人に対しては、必要に応じて双方の制度の必要な   

資料を手交の上内容を説明し、③相談窓口、請求又は申請先の紹介を行うこととし   

ている。  

また、局署の窓口における説明を相談者が誤解することにより、請求の遅れ等の   

事態の発生を防止する観点から、相談者や請求人に特に気を付けていただきたい留  
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憲事項をリーフレット「ご注意ください」（資料番号2参照）にまとめ牢ので、必  

ず手交の上説明すること。   

各給付に係る相談において、特に留意する事項は以下のとおり。  

◆ 特別遺族給付金のうちの特別遺族年金については、死亡した年月日にかか   

わらず、請求があった日の属する月の翌月から支給が開始されることから、   

早期の請求を勧めること。  

◆ 平成13年3月27日以降に死亡した場合には、石綿救済法は適用されず、   

労災保険法の適用となる。そのため、遺族補償給付の請求時効である死⊂の   

臼の翌日から起算して5年を経過すると、遺族補償給付の支給も受けるこ   

とができなくなる。相談に当たっては、必ず死亡年月日を確認の上、請求時   

効の期限が近い場合は速やかな請求を勧めること。  
◆ 石綿救済法に基づく政済給付の医療費及び療養手当は、申請のあった目以   

降が支給の対象となり、労災保険が不支給になってから救済給付の申請を行   

った場合には支給開始時期が遅れることとなる。そのため、業務以外の原因   

によるアスベストぱ＜露の可能性がある場合や、アスベストばく露の原因が   

不明な場合は、救済給付の概要を説明するとともに、相談・申請窓口を紹介   

し、早期に相談するよう助言すること。  

またアスベストぱく露の原因が不明な場合は、労災保険又は特別遺族給付   

金の請求と同時に救済給付の申請ができることを説明すること。  

3 相誹対応の異体的内容  

（1）相談票の活用について  

局署の窓口において、石綿による健康被害に関する相談があった場合には、効  

率的かつ迅速な相談対応に当たるため、事前に相談票に必要事項を記載させた上  

で、当該相談票の記載内容に応じた的確な相談対応に当たること。  

また、相談対応者は、相談内容、当該相談に対する説明内容、配付した資料を  

相談票下段の職員記入欄に記録し、当分の間、届書において保管しておくこと。  

（2）具体的な相談対応  

相談票には、「石綿（アスベスト）との関係について、「O」を付けてください」   

という設問項目があり、その回答に基づく説明のポイントと具体的な説明事項を次   
頁に示す。  
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①回答：仕事で石綿（アスベスト）を扱っていた  

平成13年3月26日以前   

l  

平成13年3月27日以降  

I  

労災保険制度（遺族補償給付等）について説明  

時効が成立した場合、請求権は消滅する。  

特別遺族給付を受けることはできない。  

②回答：住居の近辺に石綿（アスベスト）事業場がある  

救済給付の制度概要を説明するとともに環境事務所等を紹介し、環境事務所等を紹介し、  

できるだけ早期に相談するよう助言  

〔参考〕  

死  亡  

生 存  平成13年3月26日以前  平成13年3月27 

に死亡   に死亡   

労災保険法に基づく給付  石綿救済法に基づく給付  労災保険法に基づく給付  
業務上  

（療養補償給付等）   （特別遺族給付）   （遺族補償給付等）   

環境ばく露   
石綿救済法に基づく給付   石綿救済法に基づく給付  

（医療費等）   （特別遺族弔慰金等）   
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①回答：仕事で石綿（アスベスト）を扱っていた  

【業務による石綿ば＜露の可能性が高いケース】  

A）被災者が生存している場合  

当該者は労災保険給付（療養補償給付、休業補償給付）の対象となるため、   

労災保険給付の請求手続き等について説明すること。   

また、当該者が労働基準法に定める労働者でない可能性もあるため、でき   

るかぎり職歴等を確認の上、労災保険給付の支給対象とならない可能性があ   

る場合は、労災保険給付の請求手続き等に関する説明とあわせて、石綿救済   

法に基づく救済給付についてパンフレットを手交し、その概要について説明   

するとともに相談窓0等を紹介する。   

なお、この場合、労災保険給付の請求と併せて救済給付の申請も行うこと   

ができることも説明すること。  

B）被災者が平成13年3月26日以前に死亡している場合  

当該者の遺族は石綿救済法における特別遺族給付金の支給対象者となるた   

め、特別遺族給付金の請求手続き等について説明すること。  

説明に当たっては、特別遺族給付金のうら特別遺族年金は請求日の属する   

月の翌月から支給されること、施行日から3年を経過したとき（平成21年   

3月27日以降）は、請求できなくなることを十分説明し、早期の請求を勧   

めること。  

C）被災者が平成13年3月27日以降に死亡している場合  

当該者の遺族は労災補償（遺族補償給付等）の対象者となるため、労災請   

求の手続き等について説明すること。  

説明に当たっては、  

◆ 遺族補償給付を受ける権利は、労働者等の死亡の日の翌日から起算し  

て5年間で時効により消滅すること、  

◆ 特別遺族給付金を受給できる遺族は、平成13年3月26日以前に死  

⊂した執動者等の遺族に限定されること、  

◆ 遺族補償給付を受ける権利が時効により消滅した場合は、労災補償も  

特別遺族給付金も受給できなくなること   

を十分に説明し、直ちに労災請求を行うよう促すこと。  

②回答：住居の近辺に石綿（アスベスト）事業場がある  

【環境ばく露の可能性が高いケース】  

D）この場合における被災者については、環境ばく露の可能性が高いため、当   

該者及びその遺族に対しては、救済給付金の概要を説明するとともに、救済  

給付の相談窓口、申請手続き先である独立行政法人環境再生保全機構本部、  
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支部及び環境省地方事務所（資料番号3参照）を紹介する。   

また、救済給付の医療費や療養手当の支給については、申請日から効力が  

発生することになっているので、その旨も必ず説明し、早期に相談するよう  

助言すること。なお、救済給付の申請は郵送で行うことも可能であり、郵送  

の際には郵便の消印日が申請のあった白とみなされる。（特別遺族給付金は  

労災請求と同じく監督署に到達し受け付けた日が請求のあった日である。）   

4月中旬以降、一部の保健所でも相談対応、申請の受付を順次、始めてい  

くとのことであるので、機構のホームページや都道府県への照会等により情  

報収集に努めること。  

③回答：どららか不明  

【業務による石綿ばく露と環境ば＜露の両方の可能性があるケース】  

E）被災者が生存している場合   

当該者は労災保険給付又は救済給付金のどちらかの支給対象になるため、   
労災保険給付の請求手続き等について説明するとともに、救済給付の概要の   

説明及び窓口の紹介を行い、早期の相談を助言する。   

また、労災保険給付の請求と併せて救済給付の申請も行うことができるこ   

とを説明すること。   

救済給付に関する説明上の留意点は、②一D）のとおり。  

F）被災者が平成13年3月26日以前に死亡している場合   

当該者は特別遺族給付金又は救済給付金のどちらかの支給対象になるため、   

特別遺族給付金の請求手続き等について説明するとともに、救済給付の概要   

の説明及び窓口の紹介を行い、早期の相談を助亭する。   

また、特別遺族給付金の請求と併せて救済給付の申請も行うことができる   

ことを説明すること。   

特別遺族給付金に関する説明上の留意点は、①－B）のとおり。  

G）被災者が平成13年3月27日以降に死亡している場合  

当該者は労災保険給付（遺族補償給付）又は救済給付金のどちらかの支給   

対象になるため、労災保険給付の請求手続き等について説明するとともに、   

救済給付の概要の説明及び窓口の紹介を行い、早期の相談を助言する。  

また、労災保険給付の請求と併せて救済給付の申請も行うことができるこ   

とを説明すること。  

労災保険給付（遺族補償給付）に関する説明上の留意点は、（D－C）のと   

おり。  
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（3）相談対応におけるその他の留意事項  

特別遺族給付金に関する相談に当たっては、パンフレット（資料番号4参照）  

を用いながら丁寧に説明すること。また、パンフレットに記載されている事項の  

中で特に重要なポイントについては、リーフレット「ご注意ください」にまとめ  

ているので、パンフレットと一緒に相談者に配布すること。  

また、厚生労働省と環境省が連携して、請求人の利便を図るため双方の窓口に  

救済給付と特別遺族給付金のパンフレット及び申請書等を備え置くこととしてい  

るので相談内容に応じて、救済給付のパンフレット（資料番号5参照）、リーフレ  

ット（資料番号6参照）及び申請書等についても交付すること。  

4 特別遺族給付金請求書受付時の留意事項及び必要書類について  

（1）特別遺族給付金受付時の留意事項   

ア 特別遺族給付金のうら痔別遺族年金については、請求書を受け付けた白の属す  

る月の翌月から支給が開始されることから、請求書の提出が行われた時点で速や  

かに受付印の押印を行う等の確実な受付事務を徹底すること。  

なお、請求書が提出された際、施行規則で定める戸籍等の必要書類が添付され  

ていない場合でも、受付処理は確実に実施した上で、別途、当該書類等の提出を  

求めることとし、添付書類の不備を理由に請求を受付けないといった対応はとら  

ないこと。  

イ 石綿救済法の施行日は3月27日であるが、特別遺族給付金の請求書は、3月   

20日から受付が開始されるため、この間に受け付けた請求書については、実際   

に請求書を受け付けた日の日付で受付日付印を押印すること。  

ただし、受付の効力は法律施行日から発することとなるため、3月20日から   

26日までの間に受け付けた請求書については、法律施行日である3月27日に   

受け付けたものとして取り扱われ、請求書に係る登録帳票の作成に当たっては、   

3月27日に受け付けたものとして処理すること。   

また、法律施行日前に請求を行った請求人に対しては、円滑な請求手続きを実   

施するために法律施行日の1週間前から受付を開始しているが、法的な受付日は   

3月27日となること、それにより不利益を被ることはないことを説明すること。  

ウ 特別遺族給付金に係る機械処理システムは、平成18年4月3日から稼働する   

予定であり、請求書受付開始日からシステム稼働日までの問は、システムによる   

受付管理はできないことから、4月2日までに受付を行った請求書については、   

石綿救済法に基づく特別遺族給付金受付管理簿（以下「受付管理簿」という。資   

料番号7参照）に受付日、給付の種類、請求人氏名、死亡労働者氏名、事業の名   

称等を記載すること。  

受付管理簿の「受付日」欄は、受付日付印の日付を記載すること。また、「受   

付番号」欄の番号は通し番号とするとともに、対応する請求書の欄外右上段に手  
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書きで当該番号を記載してお＜こと。  

工 4月2日までに受付を行った請求書については、署の文書管理者が施錠可能な   

保管庫に保管し、散逸等のないよう厳重に管理すること。また、受付管理簿につ   

いても、請求書とは別に保管し管理すること。  

（2）戸籍謄本又は抄本  

特別遺族給付金の請求に当たっては、請求人等と死亡労働者との身分関係を証明   

するための書類として、戸籍の謄本又は抄本の提出が施行規貝りにおいて定められて   

いるが、特別遺族給付金の支給に関しては、被災労働者の死亡時における請求人等   

との身分関係のみならず、死亡時から法律施行日までの問において婚姻や離縁等の   

事実がないことを要件としているため、施行日以降に証明された戸籍謄本又は抄本   

が必要となる。  

したがって、3月20日から26日までの間に請求が行われた場合には、戸籍謄   

本又は抄本を添付できないこととなるため、この場合、当該書類が添付されていな   

い状況で請求書を受け付け、所定の受付処理を行った上で、3月27日以降、改め   

て郵送等により戸籍謄本又は抄本を提出する必要がある旨を請求人や相談者に対し   

て説明すること。  

（3）死亡診断書等の法務局の証明書   

ア 死⊂診断書等の法務局等の証明書については、死亡労働者等の死亡原因を特定  

するために必要な書類となる。ここでいう死亡診断書等とは、死亡診断書、死体  

検案書又は検視調書を指し、証明書とは死⊂労働者等の死⊂届提出時点における  

本籍地（市区町村）を管轄する法務局若しくは地方法務局又はその支局が死亡届  

に添付された死亡診断書等の記載事項を証明したものを指す。  

イ 請求人本人が死⊂診断書等の原本や写しを保管していることは、極めてまれで   

あると考えられること等から、特別遺族給付金の請求書には死亡診断書等の記載   

事項に係る法務局等の証明書を添付することとしている。  

また、法務局等における保存期間（原則として死亡巳の属する年度の翌年から   

27年間）が経過しているため、証明書が交付されない場合には、請求人が保管   

する死亡診断書の原本又はその写し、診療録の写し、生命保険関係の書類等で死   

亡労働者等の死亡原因が記載された客観的資料を提出させ、死亡原因の確認を行   

うこととなる。   

なお、死亡労働者等の死⊂した日の属する年の翌年から27年間経過していな   

いにもかかわらず、請求人から証明書が交付されなかったとする申し出があった   

場合には、署において法務局等に対し、改めて照会の上、確認を行うこと。  

ウ 法務局等に対して証明書を請求する相談者等に対しては、監督署長が発行す   

る「死亡届書記載事項証明書交付の依矧こついて」（以下「交付依頼書」という、  
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資料番号8）の所定欄（請求する者の氏名・住所・電話番号、死亡した者の本  

籍・氏名）の記入を行わせた上で、複写式用紙2校自を手交し、証明書の請求  

を行うに際して、当該交付依頼書を添付するよう説明すること。●   

また、交付依頼書の手交後は、複写式用紙1校目の控えを保管することによ  

り、当該書類の手交状況を明確にしてお＜こと。   

なお、証明書の交付にあたっての法務本省による法務局等に対する指示につ  

いては、「厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則に基  

づ＜死亡届書の記載事項証明書の交付請求について（事務連絡）」（資料番号9）  

のとおり。  

工 証明書の交付に関する相談対応等におけるその他の留意事項については、以   

下のとおり。  

◆ 交付依頼書の発行は所轄監督署以外の監督署において発行を行って差し支   

えない。また、都道府県労働局の窓口において発行する交付依頼書は、当該   

労働局の所在地を管轄する監督署長が発行するものを使用すること。  

◆ 交付依頼書に記載されている証明書の請求の際、必要となる書類等を説明   

すること。  

◆ 法務局等における証明書の交付に係る事務処理については、数日を要する   

ことがあるため、後目、郵送による交付を希望する場合は、請求の際に返信   

用封筒（宛名を記載し、切手を貼付したもの）も併せて提出するよう説明す   

ること。  

◆ 証明書の交付事務を行う法務局等については、死亡労働者の死亡届提出時   

点における本籍地（市区町村）を管轄する法務局等であることを説明し、死   

⊂労働者等の死亡届提出時点における本籍地が明らかな場合は、資料番号9   

の管轄一覧表により当該法務局等を示唆すること。  

◆ 相談者等に対し、法務局等に赴＜前に、電話等により証明書の発行を請求   

する旨の連絡をし、請求先となる法務局等、持参する書類等の確認するよう   

説明すること。  

また、代理人が証明書の請求を行う場合には、手続き方法や必要書類につ   

いても、当該法務局等に確認するよう説明すること。  

◆ 法務局等の証明書が添付されていない特別遺族給付金の請求書が提出され   

た場合には、必ず受付日付印を押印した上で、法務局等に対する証明書の請   

求手続きを説明すること（本手引4（1）ア参照）。  
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（参考条文）  

戸籍法（昭和二十二年＋二月二＋二日法律第二百二十四号）  

第四十ハ条 届出人は、届出の受理又は不受理の証明書を請求することができる。  

2 鮎逼遅合一こ限り、届書その他市旬村長の受理した若鶏の閲覧を  

請求し、又はその書類定立覿レた事項⊆二⊇立1≡遜盟董皇重量丞互ゑ∈と妻竺豊壷L  

3 箋十条第四項の規定は、前二項の場合にこれを準用する。  

第ハ＋六条 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知った日から七日以内（国外で死⊂があ  

ったときは、その事実を知った日から三箇月以内）に、これをしなけれぽならない。  

2 届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案皇を添付しなければならない。  

一 死亡の年月日時分及び場所  

二 その他法務省令で定める事項  

3 やむを得ない事由によって診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証  

すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得  

ることができない事由を記載しなければならない。  

戸籍法施行規則（昭和二十二年十二月二十九日司法省令第九十四号）  

第四十八乗 戸籍の記載手続を完了したときは、届書、申請書その他の書類は、本籍人と非本籍人  

とに区別し、事件の種類によって、受附の順序に従い各別にこれをつっり、且つ、各々目録をつ  

けなければならない。但し、市町村長は、相当と認めるときは、事件の種類別に分けてつっるこ  

とを要しない。  2 脚  星姐L  
3 第一項の書類で非本籍人に関するものの保存期間は、当該年度の翌年から一年とする。  
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第四十九条 前条第＝項の規定に去⊇三送付された書葛は、受理し、又は送付を受けた市役所又は  

町村役場の区別に従い、年ごとに各別につっって、てれを保存しなければならない。但し、分け  

てつっることを妨げない。  

2 惑星鞘室とする。   

第四十九条の二 管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局が、第十五条第一項第二号、第≡号  

及び第二項の規定によって、戸籍又は除かれた戸籍の副本の送付を受けたときは、前条第二項の  

規定にかかわらず、当該戸籍に関する書類で市町村長力で受理し又は送付を受けた年度の翌年から  

五年を経過したものは、これを廃棄することができる。  
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5 質疑応答事例  

（1）相談窓口に関する質問  

（1）－1   

特別遺族給付金について相談したいのですが、どこの労働基準監督署に相談す  

ればいいのです力㌔   

特別遺族給付金については、全国どこの労働基準監督署でもご相談を受け付けて  

おりますので、最寄りの労働基準監督署にご相談下さい（都道府県労働局でもご相  

談を受け付けています。）。   

なお、特別遺族給付金に関する支給又は不支給の決定は、アスベストにさらされ  

る業務に従事した事業場（複数の事業瘍においてアスベストにさらされる業務に従  

事していた場合は、その最終の事業場）の所在地を管轄する労働基準監督署で行い  

ます。  

（1）－2   

救済給付の内容や請求手続きについて労働基準監督署に相談することはできま  

すか。   

仕事以外の原因によるアスベスト関連疾患に関する給付（救済給付）の制度内容  

や認定基準については、独立行政法人環境再生保全機構又は地方環境事務所にご相  

談ください。   

なお、救済給付に関する相談窓口等は、都道府県労働局又は労働基準監督署でも  

ご案内いたします。また、救済給付に関するパンフレットや請求書等は、都道府県  

労働局又は労働基準監督署にも備え付けています。  

（1）－3・   

私は、現在中皮腫の治療を受けていますが、どこでアスベストにばく露したの  

かわかりません。どこに相談すればいいのですか。   

中皮腫はアスベストばく露との関連が非常に強い疾病です。莞ラ働基準監督署では、  

これまでの職業歴等をお聞きした上で労災請求等の手続きについてご説明いたしま  

す。また、業務以外の原因でのばく露の可能性も否定できない場合は、（独）環境再  

生保全機構や環境省の地方環境事務所で救済給付についての説明を行っていますが、  

労働基準監督署においても救済給付の概要の説明や相談・申請窓口をご案内いたし  

ますので、最寄りの労働基準監督署にご相談ください。  

（1）－4  

保健所の相談窓口がいつ開設されるのか、どこに確認すればいいのですか。   

保健所の相談窓口の開設時期については、独立行政法人環境再生保全機構におた  

ずね下さい。  
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（2）制度の基本に関する質問  

（2）－1  

「石綿による健康被害の救済に関する法律」とは、どのような法律なのですか。   

石綿による健康被害に関しては、①石綿へのばく露から30～40年という非常  

に長い潜伏期間を経て発症すること、②発症から1，2年で死⊂に至るケースもあ  

ること、③石綿と疾病との関連性に本人も医師も気づきにくいという状況にあった  

こと等の特殊性が指摘されています。「石綿による健康被害の救済に関する法律」は、  

このような石綿による健康被害の特殊性に鑑み、石綿による健康被害を受けた者や  

その遺族に対し、各種の給付を支給することにより、石綿による健康被害の迅速な  

救済を図るものです。  

（2）－2  

厚生労働省と環境省が別々に対応するのは何故ですか。   

石綿による健康被害者のうち、石綿にさらされる業務に従事していたことにより  

発症した労働者については、従来から、労災保険法による補償の対象であったこと  

から、今回その遺族であって、労災保険法上の遺族補償給付の支給を受ける権利が  

時効により消滅した方に対する特別遺族給付金については、厚生労働省において担  

当するものです。   

他方、石綿による健康被害者のうち業務上ばく露したとは言えない工場周辺の住  

民等に対する救済給付ついては、一般的な環境保全の問題として環境省が担当する  

こととなっています。   

したがって、特別遺族給付金は、労働基準監督署で受け付け、救済給付は、独立・  

行政法人環境再生保全機構及び環境省地方環境事務所で受け付けることとしていま  

すが、請求者の利便性を図る観点から、双方の受付窓口に双方のパンフレット等を  

置き、双方の給付金の概要や手続等を紹介、説明することとしています。  

（2）－3  

特別遺族給付金の給付額の根拠を教えてください。   

特別遺族年金の額は、現行の労災保険制度において中皮腫又は肺がんで死⊂した  

労働者の遺族に対し支給される遺族補償年金、特別支給金等の平均額等を考慮して  

算定したものです。   

特別遺族一時金の額は、労災保険制度における遺族補償一時金の額を考慮しつつ、  

年金の5年間程度の額としています。  
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（2）一4  

特別遺族給付金が定額なのは何故ですか。   

今般の特別遺族給付金は、現行労災保険制度と異なり、事業主の労働者に対する  

災害補償責任に墨っき損害を填補するものではなく、遺族の置かれている状況を踏  

まえ、今後の遺族の生活資金を補助する観点から、支給するものです。従って、必  

ずしも個々の労働者の賃金を算定し、個々に遺族の被扶養利益の補填額を算定する  

形とする必要はありません。   

仮に、個々の労働者の賞金を確定することとなると、そのための時間を要するこ  

となり、また個々の労働者の賃金データも保存されていない可能性が高いことも考  

慮すると、かえって迅速な救済を図れなくなることから、定額としているものです。  

（2）－5   

被災者本人に対して支給される療養補償給付、休業補償給付又は障害補償給付の  

時効分が救済されないのは何故ですか。   

今回の新法においては、石綿による健康被害の特殊性に鑑み、現行の労災保険法  

において何らの給付が受けられない者について特別に救済すべき、ということで、  

遺族補償給付を受ける権利が時効により消滅した者に限り新たに特別遺族給付金を  

創設することとしたものです。   

療養補償給付、休業補償給付又は障害補償給付については、それぞれの給付の時  

効が、療責の費用を支出した都度、休業のため賃金を受けない日ごと等に進行する  
ことから、請求があれば現在でもそれぞれの給付の対象となりうることから、あえ  

て、新しい給付を創設することとはしなかったものです。  

（2）－6   

被災者本人への療養補償給付の時効分が救済されないとしても、特別遺族給付金  

については、過去に要した医療費や葬祭の費用を支給するべきではないでしょう  

か。   

過去の医療費の自己負担分、葬祭費のような実際に支出された相当分については、  

特別遺族給付金の額を算定する際に考慮しています。  

（2）－7   

特別遺族給付金の支給にあわせて特別支給金と就学援護費が支給されないのは  

何故ですが。   

特別支給金については、既に特別遺族給付金の額を算定する際に考慮しています。   

労災就学等援護章については、業務災害により死亡した労働者の子弟が進学を断  

念すること等とならないよう支給されているものですが、今回の特別遺族給付金は、  

必ずしも個々の遺族の方の個別の事情に対応して支給するものではなく、石綿によ  

る健康被害の特殊性に鑑み、一定の救済措置を講ずることとしたものです。  
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（2）－8   

私は今、遺族補償年金を受給していますが、特別給付金の方が受給額が高いので  

そちらに切り替えてもらえませんか。   

今回の特別遺族給付金制度は、石綿と疾患又は業務との関連性に関する認識がな  

＜、労災補償制度に基づく遺族補償給付を申請する期限が徒過してしまったという  

特別な事情に鑑み、特別に救済を行うものです。現行の労災保険制度から既に給付  

を受けている者は、そうした特別な事情がないことから、特別遺族給付金の対象と  

はできません。  

（2）－9   

当社は建設業ですが、元労働者が特別遺族給付金の支給を受けた場合、メリット  

制の適用により労働保険料は上がりますか。   

特別遺族給付金に要する費用については、労働保険料で賄うこととしており、原  

則として特別遺族給付金の給付実績に応じて保険料を算定することとなります。た  

だし、石綿による疾病については、比較的長期間その業務に従事することにより発  

症することから、日雇い労働者を雇用する事業主や短期間で事業が終了する有期事  

業の事業主にその負担を負わせることは必ずしも適当ではありません。そこで、建  

設の事業については、建設の事業に属する事業主を異にする二以上の事業場におい  

て石綿にさらされる業務に従事し、又は従事したことがある労働者であって、その  

労働者について、その業務に従事していた期間が肺がんにあっては10年、中皮腫  

にあっては1年に満たないものは、メリット制の収支率の算定基礎から除外するこ  

ととしています。また、じん肺症についても従来どおり、一定の要件の下除外する  

こととしています。  

（2）－10   

環境Iまく露による被害者の救済費用を何故すべての事業主から徴収するのです  

か。また、何故、労働保険料と一緒に徴収されるのですか。   

石綿は、例えば建築物の天井や外壁、自動車のブレーキライニンク、発電所のパ  

ッキン、水道管等に使用されてきた実態があり、産業基盤となる施設、設備、機械  

等に幅広く使用されてきたものです。   

このため、およそ事業活動を営む全ての者が、石綿を使用した建築物を事務所と  

し、石綿を含有するパッキンを使用した発電所で発電された電気を利用し、石綿を  

含有するセメント水道管を通じて届いた水を利用すること等を通じて、石綿の使用  
による経済的利得を受けてきた事業者全てで費用負担することが妥当と判断したも  

のです。   

また、労働者を使用する事業主からの費用徴収については、労働保険料の徴収対  

象と重複するため、効率的かつ確実な徴収という観点から、労働保険料と一緒に徴  

収することとされたものです。  
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（2）－11   

特別遺族給付金を請求し、不支給として決定された場合、不服を申し立てること  

はできますか。   

特別遺族給付金に関する決定に不服がある場合は、労働者災害補償保険審査官に  

対して審査請求をすることがでます。また、労働者災害補償保険審査官にも不服が  

ある場合は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができます。   

審査請求及び再審査請求の手続等については、都道府県労働局又は労働基準監督  

署におたずね下さい。  
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（3）請求に関する質問  

（3）－1  

特別遺族給付金の請求手続について教えて下さい。   

（請求書用紙を手交した上で）これに必要事項を記載し、戸籍謄本又は抄本及び  

法務局が発行した死亡診断書の記載事項に関する証明書を添えて、⊂くなられた労  

働者がアスベストにさらされる業務に従事した事業場の所在地を管轄する労働基準  

監督署へご提出ください。  

（3）－2  

救済給付の請求書は、労働基準監督署で受け付けしてもらえますか。   

救済給付の請求書は、監督署では受理できません。独立行政法人環境再生保全機  

構又は地方環境事務所に提出して下さい。郵送でも受け付けしてもらえます。   

なお、監督署にも救済給付の請求書と環境再生保全機構あての封筒が備えてある  

ので、ご利用下さい。  

（3）－3  

特別遺族給付金の請求期限はありますか   

特別遺族給付金は、平成21年3月27日が請求期限と定められています。  

したがって、それ以降に請求書を提出されても支給できません。  

（3）－4  

特別遺族給付金の請求書の受付けはいつからですか。   

3月20日から受け付けます。   

なお、3月27日までの問に受け付けたものについては、石綿救済法の施行日で  

ある3月27日に請求があったものとして取り扱いますが、この取扱いによって請  

求者に不利益を及ぼすことはありません。  

（3）－5   

私の夫は、3回転職し、その全ての会社でアスベストを取り扱う業務を行って  

いました。特別遺族給付金の請求亭は、どこの労働基準監督署に提出すればいい  

のです力＼。   

複数の事業場においてアスベストにさらされる業務に従事していた場合は、その  

最終の事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に提出して下さい。   

複数の事業場においてアスベストにさらされる業務に従事していた場合であって、  

その最終の事業場がわからないときは、当該複数の事業場の所在地を管轄する労働  
基準監督署に請求書を提出して下さい。  
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（3）－7   

請求書の記載に当たり、（死亡労働者の）勤めていた会社はわかりますが、作業  

内容までは承知していません。アスベスト作業の従事歴を明確に書くことができ  

ませんが、どのように記入すればよいですか。   

具体的な作業内容力でわからない場合は、所属していた部署名等（00工場、●●  

部、△△課など）を、できるだけ詳しく記入して下さい。  

（3）－8  

会社が事業主の証明をしてくれませんが、末記入のままでも提出できますか。   

事業主が証明を拒んでいる場合や事業場の廃止等の理由により、事業主の証明が  

得られない場合は、事業主証明欄の記載事項（事業場の名称、所在地、事業主の氏  

名）をわかる範囲で記入していただき、事業主証明が得られない事情を労働基準監  

督署の担当者にご説明下さい。  

（3）－9  

（死亡労働者の）勤務していた会社は既に廃業しています。この場合でも支給  

されます力＼。   

勤務していた会社が廃業していても、特別遺族給付の請求を行うことができます。  

また、勤務していた会社が廃業していることを理由として不支給とされることはあ  

りません。  

－20－   



（3）－10  

請求書に添付しなければならない書類は何がありますか。   

請求書に添付していただく書類は以下のとおりです。もし、入手することができ  

ない書類がある場合は、その理由等を労働基準監督署の職員にお申し出下さい。   

特別遺族年金支給請求書に添付する書類   

①死亡労働者に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体顔実害又は検視調書  

に記載してある事項についての法務局の発行する証明書   

②請求人及び請求人以外の特別遺族年金を受けることができる遺族と死亡労働  

者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本   

③請求人又は請求人以外の特別遺族年金を受けることができる遺族が死亡労働  

者と婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった看で  

あるときは、その事実を証明することができる書類   

④請求人及び請求人以外の特別遺族年金を受けることができる遺族が死亡労働  

者等の収入によって生計を維持していたことを証明する書類   

⑤請求人及び請求人以外の特別遺族年金を受けることができる遺族のうち、一定  

以上の障害の状態にあることにより特別遺族年金を受けることができる遺族  

である者については、その昔が死⊂労働者の死亡の時から引き続きその障害の  

状態にあることを証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の  

資料   

◎請求人及び請求人以外の特別遺族年金を受けることができる遺族のうち、請求  

人と生計を同じくしている者については、その事実を証明することができる書  

類  

特別遺族一時金支給請求書に添付する書類は、次のとおりです。  

①請求人が死⊂労働者と婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の   

事情にあった看であるときは、その事実を証明することができる岳類  

②請求人が死亡労働者等の収入によって生計を維持していた看であるときは、生   

計を維持していたことを証明する書類  

③平成18年3月27日において特別遠藤年金を受けることができる遺族がい   

ないときにあっては、   

ア 死亡労働者に関して市町村長に提出した死⊂診断書、死体検案書又は検視  

調書に記載してある事項についての法務局の発行する証明書   

イ 請求人と死亡労働者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又  

は抄本  

④特別遺族年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当   

該特別遺族年金を受けることができる遺族がいない場合の特別遺族一時金の   

請求であるときは、③のイの書類  
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（3）－11   

死⊂労働者の収入によって生計を維持していたことを証明することができる書  

類とは、具体的にはどのようなものですか。   

同居していた場合は、労働者が亡くなられた当時の住民票の写しや民生委員の証  

明書等を、別居していた場合は、銀行の預金通帳の写しなどの送金の事実を証明で  

きるものを添付して下さい。   

なお、これらの書類が入手できない場合はその旨を労働基準監督署の職員にお申  

し出下さい。  

（3）－12   

戸籍謄本や死亡診断書の証明書等、請求書に添付する書類の準備に時間がかか  

ることが考えられるのですが、請求書だけでも先に提出してよろしいでしょうか。  

請求書に添付する必要書類の入手に時間がかかる等の特段の事情がある場合に   

は、請求書及びその時点で添付することができる必要書類を提出して下さい。  

特に、遺族補償年金については、請求書を提出した日の属する月の翌月が支給開   

始時期となるので、請求書の提出は早めに行っていただくことをお勧めします。   

なお、この場合には、請求書の提出後に、後日改めて他の添付書類の提出を行って下  

さい。  
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（4）給付に関する質問  

（4）－1   

私の夫は、アスベストにされられる業務に従事していたことにより中皮旺にか  

かり、そのことが原因で10年前に亡くなりました。そのことに対して会社から  

損害賠償を受け取っていますが、特別遺族給付金の支給を受けることはできます  

か。   

業務によるアスベスト関連疾宕が原因で死亡したことに対して会社から損害賠償  

を受け取っている場合であっても、特別遺族給付金の請求を行うことができますが、  

賠償された金額の一定額を限度として、特別遺族給付金が減額される場合がありま  

す。  

（4）－2   

施行日（平成18年3月27日）以降に労災保険法に基づく遺族補償給付の時効  

が成立した場合に、特別遺族給付金は給付されるのでしょうか。   

平成18年3月27日以降に労災保険法に基づく遺族補償給付の時効が成立する  

ものは、特別遺族給付金は支給されません。   

アスベストにさらされる業務に従事したことを原因とするアスベスト関連疾患に  

より死亡した労働者の遺族であって、平成18年3月27白以降に労災保険法の規  

定による遺族補償給付を受ける権利が時効により消滅する方は、時効が成立する日  

（労働者等の死亡の甘から5年経過した日）までに、労災保険法の規定による遺族  

補償給付の支給請求を行ってください。  

（4）－3   

私は、過去にアスベストにさらされる作業に従事していました。現在、中皮腫の  

治療を受けていますが、石綿救済法に基づく給付を受けることはできますか。   

アスベストにさらされる業務に従事したことを原因とする中皮腫、肺がんなどの  

アスベスト関連疾患（以下「アスベスト関連疾患」という。）のため療養を受けてい  

る方は、労災保険法の規定による療養補償給付等の支給の対象となりますので、所  

定の請求書により請求手続を行ってください。   

アスベスト関連疾患が業務上のものと認められた場合は、労災保険法に基づく給  

付を受けることとなり、．石綿救済法に基づく給付を受けることはできません。  

（4）・－4   

過去に労災保険の遺族補償給付の請求を行い不支給となりましたが、石綿救済  

法に基づく特別遺族給付金の支給を受けることはできますか。   

過去に労災保険の遺族補償給付について不支給とされたものについては、特別遺  

族給付金は支給されません（ただし、時効を理由として不支給と決定されたものを  

除きます）。  
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6 参考資料  

資料番号1   

資料番号2   

資料番号3  

石綿（アスベスト）による健康障害等相談票  

リーフレット「ご注意ください」  

独立行政法人環境再生保全機構及び環境省地方環境事務所の電話  

番号等  

特別遺族給付金パンフレット  

救済給付パンフレット  

救済給付リーフレット  

石綿救済法に基づく特別遺族給付金受付管理簿  

石綿関連疾患の関係資料に係る保存年限  

資料番号4  

資料番号5  
資料番号6  

資料番号7  

資料番号8  
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資料番号1  

石綿（アスベスト）による健康障害等相談票  

労働局  監督署  

事前に太線の枠内の事項について記入してください。  

相談年月日 平成 年  月   日   前回相談の有無 無・有（平成  年 月   日）  

（匿名でも結構です。）   被   2配偶者  

相 談 者                    氏名 住所  3その他の家族4会社関係者 5その他（ 

電話  の   ）   

フリガナ  
被  被  1中皮腫  2 肺がん  

災  災病  4良性石綿胸水  

者   年  月   日生（  才）男・女     署名   

※亡くなられている場合（死亡年月日  年  月  日）  の  6 その他（  ）   

持参した資料がある場合は、「O」を付けてください。  

1死亡診断書等  2 戸籍謄本又は抄本  3 その他（  ）  

石綿（アスベスト）との関係について、「O」を付けてください。  

1仕事で石綿（アスベスト）を扱っていた  2 住居の近辺に石綿（アスベスト）事業場がある  3 どちらか不明  

相談内容を具体的に記入してください。  

仕事で石綿（アスベスト）を扱っていた場合は、以下の事項を記入してください。  

名 称  名称  
名  

胃 称  医  
療  

（退職年月日  年  月  日）  機  

作業内容・ 職種  関  
名  

電話   

上  事業場名  作業内容   従 事期 間  年 数  

年 月 日～  年 月 日  

年 月  日～  年 月 日  
の  年 月 日～  年 月 日  

（相談内容）  

1労災請求方法  

2 石綿救済法  

・特別遺族給付金  

・救済給付  

3 その他  

〔  

（配付資料）  

・労災保険給付パンフレット  

・石綿認定基準パンフレット  

・特別遺族給付金パンフレット  
・リーフレット「ご注意ください」  

・救済給付パンフレット  
・救済給付リーフレット  

・その他（）  

（備考欄）  

職員：職名  氏名   



－
票
T
 
 
 



冒門別琵呂困   

石綿による健康被害の救済に関する法律（以下「石綿救済法」とい  

います。）による特別遺族給付金や救済給付を請求される場合又は労災  

嘩除法による遺族補償給付等を請求される場合は特に以下の事項に 

達意をお願いします。  

牢 乎成13年3月26日以前に死亡した場合   

由 この場合は、ご遺族が石綿救済法に基づ＜特別遺族給付金の支給対象となります。  

所定の請求書により労働基準監督署に請求手続を行ってください。  

特別遺族給付金は、平成21年3月27日以降は請率できなくなります。   

② 年金として支給される特別遺族給付金（特別遺族年金）は、請求があった日の属  
する月の翌月分から支給が開始されますので、早めに請求することをお勧めします。   

＠ 労働基準監督署では、平成18年3月20日から請求書をお受けしますが、平成18   

年3月27日までの間に受け付けたものは、石綿救済法の施行日である平成柑年3  

月27日付けで支給請求があったものとして取り扱います。なお、このことによる不   

利益はありません。   

④ 戸籍謄本又は抄本は、平成柑年3月27日以降の日付で証明されたものを提出し  

てください。この日以前に請求書を提出された方については、後日、郵送して頂い  
ても構いません。  

☆ 平成13年3月27日以降に死亡した場合  

，① この場合は、ご遺族が労災保険法に基づ＜遺族補償給付の支給対象となります。  

所寒の請求書により労働基準監督署に請求手続を行ってください。   
② 労災保険法に基づく遺族補償給付を受ける権利は労働者（特別加入者）が亡く－な  

フてから5年間で消滅します。  

例えば、平成13年3月29日に死亡した労働者（特別加入者）に係る遺族補償給   

付は平成18年3月29日に時効が完成し、受給することが出来な＜なります。   

③ つまり、遺族補償給付も特別遺族給付金も受けられないことになってしまいます。  

平成1写年3月27日以降に石綿（アスベスト）を原因とする疾病で亡くなった労   

働者（特別加入者）のご遺族で、まだ労災請求を行っていない方は、直ちに請求手  

続を行ってください。  
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量 ☆現在療養中の労観音（特別加Å者）の場合   

石綿（アスペスりを原因とする疾病にかかり、現在療養中の労働者葎寺別離入着）   

は、・労災保険法に毒づく療養繍償給付や休業補償冶付の真治対象になります．所定の   

請求書により労働基準監督署に爵求手続を行って＜ださい。  

女 救済縫付との同時請求について   

石綿（アスベスト）を原因とする疾病にかかり療養中の方であって、石綿（アスベ   

スト）のばく露の鱒困が仕事によるものであるのかそれ以外のものであるのか明らか   

でない場合は、労災保険法に基づ〈請求と、救済給付（医療費や療養手当）の車詰を   

同時に行っていただいて培いません。  

なお、救済給付のうち医療彙や療養手当については、申請のあった日以降が支絵の  
ります。  

MEMO  

厚生労働省す者汚道府県労働局t労働基準監督署  
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独立行政法人環境再生保全機構及び環境省地方環境事務所の電話番号等  

独立行政法人 環境再生保全機  http：／／www，erCa．gO．jp  

フリーダイヤル 0120－389－931   

0川崎本部   

〒212－8554 神奈川県川崎市幸区大宮町1310番 ミューザ川崎セントラルタ  

ワー9F   

O大阪支部   

〒550－0013 大阪府大阪市西区新町1丁目8番1号 諏訪ビル4F  

TEL：06－6531－3161  

境省 地方環境事務戸  http：／／www．env．go．jp／region／  

○北海道地方環境事務所   

〒060－0001札幌市中央区北1条西10丁目1番地 ユーネットビル9F  

TEL：011－251－8702  

0東北地方環境事務所   

〒980－0014 仙台市青葉区本町3－2－23仙台第二合同庁舎6F  

TEL：022－722－2867  

0関東地方環境事務所   

〒330－6018  さいたま市中央区新都心1卜2 明治安田生命さいたま新都心ビ  

ル18F  

TEL：048－600－0815  

■新潟事務所   

〒950－0078 新潟市万代島5番1号新潟万代島ビル15F  

TEL：025－249－7575  

0中部地方環境事務所   

〒460－0003 名古屋市中区錦3－4－6 桜通大津第一生命ビル4F  

TEL：052－955－2134  
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○近畿地方環境事務所   

〒540－6591大阪市中央区大手前1－7－31大阪マーチャンダイズマート（OM   

M）ビル8F  

TEL：06－4792－0703  

0中国四国地方環境事務所   

〒700－0984 岡山市桑田町18－28 明治安田生命岡山桑田町ビル1、4F  

TEL：086－223丁－1581  

・高松事務所   

〒760－0023 高松市寿町2－1－1高松第一生命ビル新館6F  

TEL：087－811－7240・  

・広島事務所   

〒730－0013 広島市中区八丁堀16－11日本生命広島第2ビル2F  

TEL：082－511－0006  

0九州地方環境事務所  

〒862－0？13 熊本県熊本市尾ノ上1－6－22  

TEL：096－214－0332  

・福岡事務所   

〒812－0013 福岡市博多区博多駅東2－6－23博多駅前第2ビル7F  

TEL：092－437－8851  
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…‥、、、1  

石綿による健康被害を受けた方及びその遺族に対し、  

迅速な救済を図るため「石綿による健康被害の救済に  

関する法律」が制定されました。   

このパンフレットは、死亡された労働者等の遺族で  

労災保険の遺族補頗給付の支給を受ける権利が時効に  

より消滅した方に対する特別遺族年金及び特別遺族一時金  

についてまとめたものです。  

受給請求の受付ば、3月28日から開始されますく予定〉  

厚生労働省。都道府県労働局・労働基準監督署  
厚生労働省ホ】ムペ】ジ h机P：〟www．mh‡w．go．jp  
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繍救済の対象者   

労働者又は特別加入者であって石綿にさらさ郷る業務に従事  

することにより、藤定痍帝等■叫こかがノ、ヱれにより死亡した方（以  

下「死亡労働者等」とヤ、います。）※2の琴族で如て、時効※3によ  

り労災保険法に基づく遺族補償給付琴4の支給を受ける権利が消  

滅した方です。  

※1指定疾病等とは  

指定疾病等とは、中皮腫、気管支又は肺の悪性新生物（肺がん）、石   

緬肺、び安ん性胸膜肥厚及び良性石綿胸水とする予定です。  

指定疾病等の認定に当たっては、労働基準監督署から医療機関に射し、  

医学的資料を求めることがあります。  

※2 死亡労働者等について  

昭和2・2年9月1日以降に指定疾病等にかかり、これにより、この法律の   

施行（平成18年絹27日となる予定です。）の前日の5年前の日（平成13   

年3月26即までに死亡した方をいいます。  

注）平卿3年8月2ア日鱒降に鱒ぢした労働者（特別加入者を含む）の邁族の方について  

【孝、労災保険法に基づく連準補僧籍付の対象となります。遺族補頗給付の支給を受け  
る権勅は、※3のとおり、労働者等が亡くなった日の翌日から盛衰して5年で消滅しますの  

で御注意ください。  

※3 時効について．  

遺族補償給付の支給を受ける権利は、労働者（特別加入者を含む）   

が亡くなられた日の翌日から起算して5年以内に藷哀しない喝合には、時   

効によって消滅します。  

※4 労災保険法に基づく痙族補償給付とば  

労働者（特別加入者を含む）が業務上の事由による負傷又は疾病に  

より死亡した場合に、その遺族に対して支給されるものです。  

∬ 救済の内容  

特別遺族年金又は特別遺族叫時金を支給します。  

8特別遺族年金  

（D 受給者  

配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって次の要件にいず   
れにも該当する方です。  
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Ⅰ塵宣労働者等の死亡の当時その収入によって生計を維持していたこL   

Ⅱ妻（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった著を  

含む。）以外の方については、  死亡労働者等の死亡の当時において、次のイ  

からこまでに該当すること。  

イ 夫（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあっ  
た者を含む。以下同じ。）、父母又は祖父母については、55歳以上である  
こと。  
子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月3柁ほでの間  
にあること。  

兄弟姉妹については、18歳に津する日以後の最初の3月31日までの間  
にあること又は55歳以上であること。  

イからハまでの要件に該当しない夫、子、父母、祖父母又ば兄弟姉妹に  
ついては、厚生労働省令で定める障害の状敷こあること。  

口  

ハ  

Ⅲ死亡労働者等の死亡の時から施行日（平成18年3月27日予定）までの間にお  

いて、葦卯イカ：うホまて哩二挫くこも菩当しな』±二± 

イ 婚姻（婚姻の届出をしてい翫、が、事実上婚姻関儲と同様の事情にあ  
る場合を含む。）をしたこと。   

口 直琴血族又は直系姻族以外の者の養子（届出をしていないが、事実  
上養子縁組関係と同鱒の事情にある者を含む。）となったこと。   

ハ 覿緑によって、死亡労働者等との親族関係が終了したこと。   
二 子、孫文は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31  

日が終了したこと（死亡労働者等の死亡の時から引書続きⅡ二の厚生  

労働省令で定める状憲にあるときを除く。）。   
示 玉この厚生労働省令で定める障害の状憲にある夫、子、父母、孫、祖  

父母又は兄弟姉妹については、その事憎が巻くなったこと（夫、父母又  
ば祖父母については、死亡労働者等の死亡の当時55歳以上であった  
とき、子又は孫については、用歳に達する日以後の最初の3月31日まで  
の聞にあるとき、兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の皐初の3  
月31日までの間にあるか又は死亡労働者等の死亡の当時55歳以上で  

あったときを除く。）。  

※死亡労働者等の死亡の当時その収入によって生計を維持していたとは、もっぱ   
ら又は主として当該死亡労轡者等の収入によって生計を維持されていることを   
要せず、死亡労働者等の収入によって生計の一部を維持していれば足り、いわ   
ゆる共嘩ぎの場合もこれに含まれます。  

※厚生労働省令で定める障害の状態とは、労災の障害等扱第5級以上の身体障害   
にある状態をいいます。  
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年金を受けるべき者の膿位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟頗妹  
の頗です。   

② 支給額 

支給額は、遺族の人数に応じて以下のとおりとする予定です。  

1人   年240方円   

2人   年270万円   

3人   年300万円   

4人以上   年330万円   

※年金は、請求のあった日の属する月の翌月分から支給されます。   
請求を行う場合は、早めに手練を行ってください。  

※年金を受ける暑が、2人以上いる場合は、その人数で除した額と酎ほす。  

※同順位の垂絵権暑が2人以上いるときは、そのうちの1人を年金の請求、垂領   
についての代表者とすることとなります。  

※受給権暑が死亡や再婚などで受胎権を失うと、その次の傭位の方が受給権   
者となります（これを「転絵」といいます。）   
なお、転給についても請求が必要となり、請求のあった翌月から次順位者の方   
に年金が支給され零す。  

増額別遺族一時金  

① 受給者  

Ⅰ特別遺族一時金は、次の場合に支給します。  

施行日（平成18年3月27日予定）において、特別遺族年金の受給権  
者がいないとき。  

特別遺族年金の受給権暑がいなくなった場合で、それまでに支給さ  
れた特別遺族年金の額が、イの場合に支給されることとなる特別遺  
族一時金の額未満のとき。  

Ⅱ特別遺族一時金を受けることができる遺族の方は、以下のとおりです。  

イ 配偶者  

口 死亡労働者等の死亡の当賭その収入によって生計を維持していた子、  

父母く孫及び祖父母  

ハ イ合口に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹  
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一時金を受けるべき者の順位は、Ⅱのイ、口、ハの傍であり、口、ハの者のう  
ちにあっては、それぞれ口、ハに記載の順です。   

② 支給額  

‡イの場合は、1，200万円  
Ⅰ口の場合は、1，2的万円からすでに支給された特別遺族年金の合計額  

を差し引いた差額  

を支給する予定です。  

■請求期限  

特別遺族年金又は特別遺族一時金の請求は、①施行日（平成  

18年3月27日予定）、②転給の場合については、その転結により  

受給権着となった時又は⑨p4（DIE＝こよij支給する特別遺族  

一時金については、特別遺族年金の受給権者がいなくなっ  

た時から3年以内に請求しなればなりません。  

■請求手続   

特別遺族年金の場合は、「特別遺族年金寛治請求書（P6）」  

を？特別遺族一時金の場合は、「特別遺族蜘時金薫始請求書（野）」  

を所轄の労働基準監督署に提出してください。   

なお、請求に当たっては、死亡診断書や戸籍謄本など所要の添  

、付書類が必要となります。   

※戸籍謄本は、施行日（平成18年3月27日予定）以降の日付で証明されたも  

のを提出してくたさい。  

労働墓聾監督署  

振 込 （一時金）  

死亡診断醤等  支 払   
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書記載例  

様式第4号（表面）   石綿健康被害救済法  
′特別遺族年金支給請求書  

矛蒜デ  0000扁  上記により帝別遺族年金の支給を請求します。   

d♂年 J月 冴日  

電話苔号AAÅÅ 笛  執醐  

所久常務帝輌ず訂ロー○－○   請 求 人  
（代表者）の  東労働基準監督署長 殿  
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書記葡例  

様式貫7号（素面）  
石綿健康被害救済‥綾  

特別遺族一時金支給請求書  

i∂P  Dズ0′X海  
部便番号－AズXで竃ヨ違約AAズ′γ億  

上記により特別遼旗一時金の支給を請求します。  

請求人 住所締節子代田軋0－ロー0  00年 J月ユぎー日  
（代表者）の  労効基準監督署長 殿  

張込を清畠する強行等の名称  預金の囁規及び日直各号   

紺  錘   息′門番〉  慧当竿享有二／；／号   
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濃特別簿族年金、囁別遺族一時金晃は労災補償ぬ対象となら軌、方の救済   

特別遺族尊卑、樽都連族一時金又は労災補撃の対象とな各ない方には   
救済給付が支給される場合があります。  

《救済給付が受けられる方≫   

石綿呼吸入により鱒定額病にかかっ考旨の認定を受けた方（被認定者）と、  
この法律の施行前に指定疾病に起周して死亡された方の遺族  

≪救済給付の内容と支線額≫  

医療費（自己負担分）  
被認定者に係る給付  療養手当（約1  ／月）  0万円  

葬祭料（約20万   

この法律の施行前に  

死亡され考方の  
遺族に係る給付   

その他  

特別琴族弔慰金（280万円）  

特別葬祭料（約20万円）   

救済給付調整金  

≪救済給付の申請手続≫   

一部の保健所等でも申請受付ができるよう準備進められていますが、当面  

は、独立行政法人環境保全再生磯構又は環境省地方環境事務所にご相談  

のうえ、申請等の手続きを行ってください。  

「被認定者に係る給付」く現在、石綿による中皮腫や肺がんにかかっている  

方に対する医療費・療養手当）は、申請のあった日から給付されますので、早急  

に申夢することをお勧めします。  

「この法律の施行前に死亡された方の遺族に係る給付」（特別遺族等慰金  

等）は、施行の日から3年以内であれば請求できます。  

＃問い合わせ先  

特別遺族年金又は特別遺族一時金について、さらに詳し  

く内容をお知りになりたいときは、最寄りの都道府県労働  

局又は労働基準監督署までお問い合わせください。  

また、労災補償の対象とならない方への救済給付につい  

ては、独立行政法Å環境再生保全機構  0－ミ20－■389・・・－93l  

〈3／6開通〉）までお問い合わせください。  
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［亘頭重司  

石綿＜アスベスト＞健康被害  

救済給付のしくみ  

このパンフレットは、石綿＜アスベスト＞による健康被害を受けられた方々に  

対する救済制度の手続きや給付の内容についてまとめたものです。  

を 坦行政法人環境再生保全機構  
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1 石綿健康被害救済制度の概要   

石綿健康被害救済制度は、石綿＜アスベスト＞による健康被害を受けられた  

方及びそのご遺族で、労災補償等の対象とならない方に対して、救済給付の支  

給を行う制度です。  ちゅうひしゅ   

この制度の対象となる病気（指定疾病）は、アスベストによる①中皮旺（が  

んの一種）、②肺がんです。現在これらの病気にかかられている方、制度が始ま  

る前（平成18年3月27日より前）にこれらの病気でお亡くなりになった方の  

ご遺族が認定の申請や給付の請求をすることができます。   

この制度に必要な襲用は、国からの交付金、地方公共団体からの拠出金、事  

業者からの拠出金によってま力＼なわれます。  

※一部の保健所等については、準備が整い次第受付けが行われる予定です。  

＜労災関係＞   

職業上、アスベストにさらされる労働者軍は特別加入者でアスベストによる健康被  
害が生じた場合で、それが業務上のものと認められると、労災保険から給付を受ける  
ことができます。   
また労働者又は特別加入者のご遺族で、時効により労災保険法に基づく遺族補償給  

付の支給を受ける権利が消滅した方に対して「特別遺族給付金」が支給されます。   
これらの給付については、最寄の労働基準監醤署に相談のうえ、 請求手続きを行っ  

てください。  
全国労働基準監督署所在地 http：〟ww．mhIw．go．jp／bunya／roudoukijun／Jocation．html  
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2 指定疾病と救済給付の種類   

指定疾病は、アスベストを吸入することにより発症した①中皮腫、②肺がん  

（気管支又は肺の悪性新生物）とされています。救済給付の種類は以下のとお  

りです。  

指定疾病   

アスベストによる ①中皮腫、②肺がん  

救済給付の種類  
① 医療費（本人が請求）‥・・  

② 療養手当（本人が請求）・‥  

③ 葬祭料（葬祭を行う方が請求）  

・自己負担分  

・103，870円／月  

・199，000円  

④ 特別遺族弔慰金（生計が同一であったご遺族が請求）・2，800，000円  

⑤ 特別葬祭料（生計が同一であったご遺族が請求）‥・199，000円  

⑥ 救済給付調整金（生計が同－であったご遺族が請求）  

3 アスベストによる健康被害者本人による  

申請・請求  

3．1 認定申請について   

救済給付を受けるには、日本国内においてアスベストを吸入することにより  

指定疾病にかかった旨の認定を独立行政法人環境再生保全機構力＼ら受ける必要  

があります。   

認定申請書に添付書類を添えて、機構に直接または郵送で申請してください。  

環境省地方環境事務所を通じて提出することもできます。※なお一部保健所等  

は準備が整い次第、受付が開始されます。   

申請された書類について機構で確認し、医学的判断を要する事項については  

環境大臣に判定の申出をします。機構はその判定結果に基づいて、認定の可否  

を決定し、認定された方に対して救済給付を支給します。  
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○認定申請の流れ  

○必要な書類  

認定申請書  

戸籍記載事項証明書または申請者の戸籍の抄本、住民票の写しなど  

指定疾病にかかっていることを証明できる医師の診断書など  

3．2 医療費（自己負担分）の支給・請求について   

認定決定された方には「石綿健康被害医療手帳」が交付されます。認定され  

た方は保険医療機関等において医療を受けるときに、この医療手帳を提示する  

ことで、認定疾病に力＼かる医療費の自己負担分の支払いが免除されます。   

認定の申請をしてから軍療手帳が交付されるまでの問に保険医療機関等にお  

いて認定疾病の治療等で支払った医療費の自己負担分については、医療費請求  
書に添付書類を添えて請求してください。  

○医療費支給の流れ  
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○医療手帳が交付されるまでの問の医療費請求・支給の流れ  

※一部の保健所等は準備が整い次第、受付を開始します。  

○必要な書類  

医療費請求書  

受診等証明書など  

3ト3 療養手当の請求について   

認定された方には、医療費以外に「療養手当」が定額支給されます。支給は  

請求のあった翌月分から2ケ月に1回、あわせて2か月分が支給されます。   

療義手当の請求書は、認定申請を行うときに、認定申請書とあわせて提出す  

るようにしてください。  

○療義手当請求・支給の流れ  

※一部の保健所等は準備が整い次箋、受付を開始します。  

○必要な書類  

療責手当請求書  
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4 認定された万の葬祭を行う方による請求   

葬祭料の請求について   

認定された方が認定疾病が原因でお亡＜なりになった時、認定された方の葬  

祭を行う方は「葬祭料」を請求することができます。  

○葬祭料請求・支給の流れ  

※一部の保健所等は準備が整い次第、受付を開始します。  

○必要な書類  

葬祭料請求書  

認定された方が死亡したこと、死亡年月日、認定疾病により死亡したことを証明  

する書類  

認定された方の葬祭を行う方であることを証明する書芙頁など  

5 石綿健康被害救済法施行前（平成18年3   
月27日）に指定疾病が原因でお亡くなりに  

なった方のご遺族による請求  

特別遺族弔慰金・特別葬祭料の請求について   

「石綿による健康被害の救済に関する法律」の施行前（平成18年3月27日）  

に指定疾病が原因でお亡くなりになった方のご遺族は、「特別遺族弔慰金」と「特  

別葬祭料」の請求をすることができます。これらの給付はあわせて支給されま  

す。   

特別遺族弔慰金・特別葬祭料の請求できる期間は、この法律の施行日から3  

年間となっています。  
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○特別遺族弔慰金・特別葬祭料請求・支給の流れ  

※一部の保健所等は準備が整い次第、受付を開始します。  

○必要な書類  

特別遺族弔慰金・特別葬祭料請求書  

市区町村長に提出した死亡診断書の写し  

かかっていた指定疾病が肺がんの場合、それがアスベストが原因であることを証  

明する資料（医師の報告書・エックス線フイルム等）  

請求される方と施行前に指定疾病でお⊂くなりになった万の身分関係を証明する  

戸籍謄本または戸籍抄本など  

6 認定された方で石綿健康被害救済法施行日  
から2年以内に指定疾病が原因でお亡くな  

りになった認定された方のご遺族による請  

求   

救済給付調整金の請求について  

認定された方で、「石綿による健康被害の救済に関する法律」の施行前に指定  

疾病に力＼力＼っていた方が、施行日力＼ら2年以内にその疾病が原因で死亡した場  

合で、すでに支給された医療費及び療養手当の額の合計額が、特別遺族弔慰金  

の額に満たないとき、そのご遺族はその差額分を救済給付調整金として請求す  

ることができます。  

○必要な書類  

救済給付調整金請求書  

認定された方が死亡したこと、死亡年月日、認定疾病により死亡したことを証明す  

る書類など  
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7 申請・請求窓口（お問い合わせ先）  

申請書類の様式は、こちらの窓口またはホームページから入手いただけます。  
書類の受付は、こちらの窓口または郵送でお受けいたします。  

独立行政法人環境再生保全機構 http：／／wwvv．erca．go．jp   

塁画－フリーダイヤル 0120－389－931  
・川崎本部   

〒212－8554   

川崎市章区大宮町1310 ミューザ川崎セントラルタワー9F   
TEL：044－520－9508（代）  

・大阪支部   
〒530－0002   

大阪市北区曽根崎新地1－1－49 梅田滋賀ビル4F   
TEL：06－6342－0335（代）   

環境省地方環境事萌所 h醇／／wvvw．env．gojp／T・eglon／  

中国地方環境事務所   
〒700－0984   
同山市桑田町18－28   
TEL：086－223－1581  
高松事務所   
〒760－0023   
高松市寿町2－’卜1   

高松第一生命ビル新館6F   
TEL：08了一8十巨7240  
広島事務所   
〒730－0013   
広島市中区八丁堀16－11   
日本生命広島第2ビル2F   
TEし082－511－0006  

九州地方環境事務所   
〒862－0913   
熊本市尾ノ上1－6－22   
TEL096－214－0332  
竃鴇事洛所   
〒812一（：X〕13   

福岡市博多区博多駅東2－6－23   
博多駅前第2ビル7F   
TELO92－437－8851  

北海道地方環境事務所   
〒060－0001   
札幌市中央区北1条西10－1ユーネットビル9F   
TEし：011－251－8702  

東北地方環境事務所   
〒980一0014   
仙台市青葉区本町3－2－23仙合第二合同庁舎6F   
TEL：022－722－2867  

硯乗地方環境事笥所   
〒330－6018   
さいたま市中央区新都心11－2   
明治安田生命さいたま新都心ビル18F   
T∈し：048－600－0815   
訴弓馬事笥所   
〒950－α：）78   

新潟市万代島5－1万代島ビル15F   
TEL：025－249－7575  

中部地方環境事務所   
〒460－（氾03  
名古屋市中区錦3－4－6桜通大津第一生命ビル4F   
TEL：052－955－2134  

近畿地方環境事務所   
〒540－6591  
大阪市中央区大手前1－7－310MMビル8F   
TEL：06－4792」〕703  

準備が整い次第、保健所等でも受付が開始されます。  
▼▼、、・＼  ／・■√  

妻石綿＜アスベスト＞による指定疾病にかかり、法律の施行後、認定申請を行わないで…  
竪 お亡くなりになった場合、救済給付は受けることができません。現在、石繰＜アスベ を  

書 スト＞による中皮腫や肺がんにかかっている方臥早めに申請の手続きをされること ≡  

l  

ヽl▲▼▼l▼1■■   

要 をお勧めします。   
＼、   ▼＿ ＿＿＿＿＿＿  
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ぎ格別遺族給付金について  

独立行政法人環境再生保全機構  

フリ騨ダイヤル  

0120－389ペヨ31   

〒212－8554   

神奈川県川崎市幸区大宮町1310  

ミューザ川崎セントラルタワー9F   

環境再生保全機構ホームぺ鵬ジ   

http：／ノwww．erca．goJp   

大阪支部TEL：06－6531－3161  

環境省地方環境事務所  

http：／／肌用VW．enV．gO．jp／region／   

●北海道事務所（札幌） TEL：01ト25ト8．70Z  

～
A
叫
－
 
 

●東北事務所（仙台）   TEL：022－722－2867  

●関東事務所（さいたま） TEL：048－600－0815  

新潟事務所  TEL：025－249－7575  

●中部事務所（名古屋） TEL：052－955－2134  

●近畿事務所（大阪）   TELニ06T4792－0703  

●中国四国事務所（岡山）  

高松事務所  

広島事務所  

TEL：086－223－1581   

TEL二087－81ト7240   

TEL：082－51ト0006  

環境省  

独立行政法人環境再生保全機構   
●九州事務所（熊本）  

福岡事務所  

TEL：096－214－0332   

TEL二092－437－8851  
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石綿救済法に基づく特別遺族給付金受付管理簿  

受イオ   受付日   給付の種類  
番号  青求人氏名   死亡労働者氏名   事業の名称   

年金  一時金   
備考  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

12  

13  

14  腫 萱 制   

15  

※年金・一時金の受付に応じて給付の種類欄に○を記入すること  
※請求取り下げ等があった場合は、その旨備考欄に記入すること   



・
占
∽
－
 
 
 



平成  年一 目  日  

市区町村  
法 務 局  長 殿  関 係  

署
 
 

督
 
 

監
 
 

準
 
 

基
 
 

働
 
労
 
 死亡届書記載事項証明書交付の依頼について   

下記第【三爛の・宥より、石綿による健康被害の救済に関する法律に規定する特別遺族  

給付金の請求を行う旨の申出がありましたので、当該者からの戸籍法第朋条第2項又  

下記第②楠 は第3項に基づく請求に対し、の者の死亡に関して市区町村長に提出した  

死■亡診断書、死体検案書若し■くは検視詞書に記載してある事項についての証明書（死  

亡届書記戟事項証明書）を交付下さるよう依頼します。  

葛 死亡届畜記歓事項都明・喜釘交付請求は、死亡した方¢）死亡届沈時点の本橋地相町j：」’を管轄す   

る法務局・他方法箪笥本局の戸籍課あるいは法務局・他方法務吊の支局にする必資があります  

（ただし、外国国籍のぢの死亡届薯記載事項証明寺皆の交付請求は、死亡届を受理した市区町村   

役場にする必繋があります。〕。  

請求に必要なものは、次のとおりです．ン   

く訂 講演さわる方の本人膵諾がで善る証明書（運転免許証、隆摩据険証等）   

｛乞】死亡した方の死亡事項の記載のある戸毒酎！倉本等及び請求さjlる万と本ノ＼の親族関係かわか  

る戸籍胎ヰこ等   

③ 請求される方の認印  

なお、貯仁尾書記我等項蔀明雷は即日交付できない場合がありますので、後日郵送による交   

付を希望される万は、請求の掛こ、返信用封簡1あて名を善いて、切手を触ったもの）を投出   

してください。  

－51－   



直垂亘垂］  

平成  年  月  日  

関係 
岳殴  

労働基準監督署長  

死亡届書記載事項証明書交付の依頼について   

下記第ふ欄の者より、石綿による健康被害の救済に関する法律に規定する特別遺族  

給付金の請求を行う旨の申出がありましたので、当該者からの戸籍法策胡条第2項又  

は第3頓に基づく請求に対し、下記第②棚の者の死亡に関して市区町村長に提出した  

死亡診断書、死体検案書若しくは検視詞書に記載してある事項についての証明書（死  
亡届雷記載事項証明書）を交付下さるよう依頼します。  

幕 死亡届＝碁記叙事頓狂明醤の交付請求は、死亡した方の死亡届H■j時点の本線地市町村を管醸す   

る法稚筍・他方法靖玩弄萄の声渚諜あるいは撞絡萄・地プラ怯砺笥の支掛こする必資があります  

（ただし、外国国籍の肯の死亡届書記戴事項証明書の交付請求は、死亡届を受摩した市区町村   

役場にするご必要があります。）。   

欝求に必要なものは、次のとおりです。  

（宣）請求される方の本人確認ができる証明普く運転免許証、障康保険証等1   

② 死亡した方の死亡事項の記載のある戸絡謄本等及び請求さわる万と本人の親族間係がわか  

る戸籍噛本等   

③ 請求される方の認印   

なお、死亡届書記我等項証明馨は即l］交付できない場合がありますので、後El郵送による交   

付を希望きれる方は、請求の襟に、返信用封筒（あて名を整いて、切手そ貼ったもの）を提出   

してください。  

－52一   



平成18年3月16日  

法務局民事行政部戸籍課長 殿  

地方法務局戸籍課長 殿  

法務省民事局民事第一課補佐官（戸籍担当）  

厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則に  

基づく死亡届書の記載事項証明書の交付請求について（事務連絡）   

石綿による健康被害の救済に関する法律の施行について，厚生労働省労働基  

準局労災補償部労災管理課長から別紙のとおり周知依頼がありました。   

本月20日以降，別添の様式による労働基準監督署長発行の死亡届書記載事  

項証明書交付依頼書を添付して死亡届書記載事項証明書の請求があった場合に  

は，戸籍法第48条第2項の特別の事由があるものとして当該請求に応じて差  

し支えないものと考えますので，これを了知の上，貴管下支局長及び管内市区  

町村長に周知方お取り計らい願います。   

なお，この死亡届書記載事項証明書交付依頼書には，請求人の住所・氏名が  

記載されていますが，当該請求人が戸籍法第48粂第2項に規定されている利  

害関係人に該当するか否かの審査については，従来どおり必要ですので念のた  

め申し添えます。  

ー53－   



別紙  

基労管発第0316001号  

平成18年3月16日  

法務省民事局民事第一課長 殿  

厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長  

石綿による健康被害の救済に関する法律の施行について   

標記については、「石綿による健康被害の救済に関する法律」が2月10日に  

公布され、本法律の施行日及び特別遺族給付金の額等を定める「石綿による健  

康被害の救済に関する法律の施行期日を定める政令」及び「石綿による健康被  

害の救済に関する法律施行令」が3月7日に閣議決定されたところです。   

これを受け、厚生労働省においては、制度の周知を図るとともに、請求書類  

等を定める「厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則」  

を定め、3月17日に公布することとなっております。   

今回の制度においては、労働者の遺族に支給する特別遺族給付金の請求に当  

たっては、原則として、戸籍法第48条第2項の規定により交付される証明書  

（以下「証明書」という。）を添付させることを予定しており、同給付金を請求  

する者から法務局に対して戸籍法に基づく証明書の請求を行うことが予想され  

ます。  

同給付金を請求する者が証明書の請求を行う場合は「死亡届書記載事項証明書  

交付依頼書」（別添）を発行することとしますので、これらについて御了知の上、  

関係機関に対する周知方よろしくお願いいたします。  

－54－   



平成  年   月  日  

市区町村  
法 務 局  関係  長 殴  

労働基準監督署  

・死亡届書記載事項証明書交付の依頼について   

下記第【別間の者より、石綿による健康被害の救済に関する法律に規定する特別遺族  

給付金の請求を行う旨の申出がありまし．たので、当該者からの戸籍法第」．8条第2項又  

は第3頓に基づく請求に射し、下記第②欄の者の死亡に関して市区町村最に提出した  
死亡診断書、死体検案書若しくは検視詞書に記載してある事項についての証明書（死  

亡届書記哉事項証明書）を交付下さるよう依頼します。  

遊 死亡届憩記戦蕃噸証明・奈の交付吾轟求は、死亡した方の死亡届出時点の本附出荷町村を菅略す   

る法務吊・地方法稚局本間の戸搭諜あるいほ法汚局・他方法■務局の’支局にする必要かあります  

（ただL、外国凹招のぢの死亡届書記我妻事項証明書の交付箔求は、死亡届を受偏した「抒区町村   

役場にする必要があります。1。  

請求に必要なものは、次のとぉ牒です．   

甘 請求される方の本人確認ができる冠三明童ぎり堅転免許証、隠陳保険証等1   

穏… 死亡した方の死亡事項の記載のある戸塞胎本等及び請求さヨ1る与と本人の親族関係がわか  

る小樽腺ネ：等   

③ 請求される方の認印  

なお、死亡届窓記載葦項蔀明窓は即E‡交付できない場合かありますので、後l二摘i送による交   

付喜希望される方は、請求の擦に、返信用封筒（あて名を奮いて、切手冬貼ったもの）を提出   

してください。  

－55－   



管轄一覧  

※注意＝市町村合併により1管轄が変更されている場合等がありますので，この一覧表に該当の市   
町村がない場合等，疑問がある場合は，合併後の市町村を管轄する法務局へ確認願います。  

郡i首肝県  法務局   1支局   

東京都  東京  
所存】弛   都挿番号   雷貢喜番号  管要害区土盛              千代田区．中央区．文京区．小笠原札 港区，台東区．墨田区、江東  東京都千代田区九段南1  102－8225  （03）5213－1234     臥 品 

川区，大田区．世田谷区．渋谷区．目黒区．新宿区．中野区．  －1－15（九段寮2合  
杉並区．板橋区．豊島区．北区、荒川区．練馬区，江戸川区．足立  
区、葛飾区．大島町、利島村．新島村、神津島札三宅村、御蔵島  
札八丈町、青ヶ島村、小島、鳥島   

東京都  東京  八王子   八王子市 立川市 昭島市 町田市 日野市 東大和市 武蔵村山市  八王子市南大沢2丁目Z了香  192－03朗  （0426）70－6240γ1  
多摩市 稲城市   地フレスコ南大沢10・11  

階   
己＝ －i  東京  府中   府中市小金井市国分寺市国立市嗣布市狛江市武蔵野市  183－0052  04Z－335－475a   

三鷹市小平市東村山市西東京市清瀬市来久留米市   

東京都  東京  西多摩（18，3．31   青梅市 福生市 羽村市 あきる野市 瑞穂町 田の出町 檜原村  福生市南田園8－61－  柑7－0004  042－55ト0360  
までは八王子支  奥多摩町   3   

局）  

神奈川県  横浜  横浜市全域   横浜市中区北仲通五丁目  
57番地  
横浜第二合同庁舎   

神奈川県  横浜  藤沢   藤沢市．鎌倉市．茅ヶ崎市．寒川町   藤沢市大鋸一丁目2番1  
5号   

神奈川県  横浜  川崎   川崎市全域   川崎市川崎区宮前町12  
替11号川崎法務総合  
庁舎   

神奈川県  横浜  横須賀   横須賀市．逗子市．三浦市，葉山町   横須賀市日の出町一丁目  
4番地横須賀合同庁舎   

神奈川県  横浜  小田原   小田原市，平塚市．南足柄市．大磯町．二宮町．大井町．松田町．山  小田原市本町二丁目3番  250－0012  （0465）23－0181  
北町，開成町，箱根町．真鶴町．湯河原町   24号   

神奈川県  横浜  厚木   厚木市．秦野市．大和乱 伊勢原市，海老名市．座間市，綾瀬市．中  厚木市寿町三丁目5蓄1  243－8003  （846）224－3163  
♯町，愛川町．清川村   号 厚木法務総合庁舎   

神奈川県  横浜  相模陳   相模原市．城山町．藤野町   相模原市富士見六丁目1  
0番10号相模原地方  
合同庁舎   

＊3月20日市町村合併により上記の3市町   
3月19日までは「相模原市．津久井町．城山町．相模湖町．藤野   

町」となります。  



管轄一覧  

※注意‥市町村合併により．管轄が変更されている場合等がありますので．この一覧表に該当の市   
町村がない場合等，疑問がある場合は，合併後の市町村を管轄する法務局へ確認願います。  

都道府県  法澗扁   支局   管掌宣区1或   所在地   
埼玉県  さしヽたま  さいたま市の内   

重犯イ更番号   需貫東番号  
さいたま市浦和区高砂8  330－8513  （048）863－2211～4  

浦和区．中央区．桜区．1有区．緑区  丁目16香5B号   
戸田市，蕨市．川口市．鳩ヶ谷市．志木市．朝霞市．和光市．新座市  

埼玉県  さし＼たま  川越   川越市．富士見市．ふじみ野市．坂戸市．鶴ヶ島市   川越市豊田本277番地  350－1118  （049）243－3824  
入間郡の内   3  243－3804  

越生町．毛呂山町．三芳町  243－3866   
比企郡の内  

川島町．鳩山町  

埼玉県  さいたま  熊谷   熊谷市．行田市．本庄市．羽生市．深谷市  熊谷市筑波3－39－1  360－0037  （048）524－8805～6   
大里都の内  

寄居町．江南町  
児玉都の内  

上里町．美里町一神川I町  

埼玉県  さいたま  大宮   さいたま市の内   さいたま市北区植竹町1  331－9623  （048）652－3230～1  
大官区．酋区，北区．見沼区  丁目155番地  652－5364   

上尾市．桶川市．北本市，鴻巣市．蓮田市  
北足立郡の内  
伊奈町  

埼玉県  さいたま  秩父   秩父市  秩父市桜木町12番28  
秩父都の内  号   22－5601   

小鹿野町，皆野町長瀞軋横瀬町  

埼玉県  さいたま  所沢   所沢市．飯能市．狭山市．入間市，日高市   所沢市並木6丁目1番地  
5   299Z－Z¢86   

埼玉県  さいたま  兼松山   東松山市   東松山市加美町1番16  
比企郡の内  号   22－0938、   

小川町．嵐山町．ときがわ町．吉見町．滑川町  
秩父郡の内  
東秩父村  

埼玉県  さいたま  越谷   さいたま市の内   越谷市兼題谷9丁目34  343－0023  （048）966－1821～2  
岩槻区  番地1  963－6013  

越谷市．春日部市．草加市，八潮市．三郷市．富川市  
北葛飾郡の内  

杉戸町，松伏町  
南埼玉部の内  
宮代町  



管轄一覧  
※注意＝市町村合併により，管轄が変更されている場合等がありますので．この一覧表に該当の市   

町村がない場合等．疑問がある場合は，合併後の市町村を管轄する法務局へ確認願います。  

道府偏  法務局   支局   
管要害区j或   所二在】池   垂R†牢番・旨   誓書乗番号   

埼玉県  さいたま  久喜   久喜市，幸手市．加須市   久喜市本町4丁目5番2  346－0005  （0480）21－0215  
北葛飾都の内  8号  23－1289   

栗橋町．鷲宮町  
北埼玉郡の内  

北川辺町．騎西町．大利根町  
南埼玉郡の内  

白岡町．菖蒲町  

千葉県   干葉市，習志野市．市原市．東金市．山武郡の内大網白里町、九十九里町   
千葉  干葉市中央区中央港1丁目 11轟さ号  280－8518  （043）302－1311   

千葉県   佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、成田市、富里市、印旛都（洒々  

千葉  佐倉（18，3，31まで）   井町、栄町、印旛村、本堂村）   佐倉市表町1丁目20番地11  285－0811  （043）484－1222   

千葉県   佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、成田市（旧香取郡の大栄町．下  

千葉  佐倉くⅦ．4．1から）   総町を含む）、富里市、印旛郡（酒々井町、栄町、印旛村、本埜村）   佐倉市表町1丁目20番地11  285－0811  （043）4B4－1222   

千葉県   
千葉   一宮   茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡（一宮町、睦沢町、長生村、長柄町、白子 町、長南町）、夷隅郡（大多喜町、御宿町）  長生都一宮町一宮2834番 地1   299－4301  （0475）42－3515   

千乗県   松戸市、流山市、野田市   
千葉   松戸  松戸市岩；親473番地2   271－8518  （047）363－6278   

千葉県   柏市、我孫子市   
千葉   柏  柏市柏6丁目10番25号  277－0005  （04）7167べ柑09   

干葉県   木更津市、袖ヶ浦市、富津市、君津市   
千葉   木更津  木更津市未申央3丁目1番7   292－0057  （0438）22－2531   号  

千葉県   館山市、鴨川市、帝房総市（旧安房郡の三芳村、富浦町、白浜町、冨山町、千  

千葉   館山  倉町、和田町、丸山町）、安房郡鋸南町   館山市北条21開番地1  294－0045  （0470）22－0619～20   

千葉県   匝瑳市、旭市、銚子市、匝瑳郡光町、香取都の内多古町、山武郡の内芝山  
千衰  】亘瑳（柑．3．31まで）   町、成東町、山武町、松尾町、横芝町、蓮沼村   

直覚市八日市場ハ678苓地 8  289－2141  く0479）了2－033小0302   

千葉県   千葉  匝瑳（18．4．1から）  匝瑳市、旭市、銚子市、横芝光町（旧匝瑳郡光町、山武都横芝町）、山武市 （旧山武郡の成東町、山武町、松尾町、蓮沼村）香取郡の内多古町、山武郡 夢山m 
■   

千葉県   佐原市、香取那（大栄町、栗源町、神崎町、下総町、小見川町、山田町、東庄  

千葉  佐原（18．3．31まで）   町）   佐原市佐原ロ2122番地40  287－8001  （0478）52－3391   

千葉県   香取市（旧佐原市、香取郡の栗源町、小見川町、山田町）、香取那の内神崎  

千葉  替耶（18．4．1から）   町、東庄恥   香取市佐原口2122番地40  287－0001  （0478）52－3391  



管轄一覧  

※注意＝市町村合併により，管轄が変更されている場合等がありますので，この一覧表に該当の市   
町村がない場合等，疑問がある場合は．合併後の市町村を管轄する法務局へ確認願います。  

i首府県  法矛窮鼠   支局   管轄区域   所1年地   部将番・旨   
干葉県   船橋市、八千代市   

嘗真東番号  

干葉   船橋  
地1   船橋市海神町2丁目284番   273－8558  （047）43卜3681・8638 ～9   

千葉県   市川市、鎌ヶ谷市、浦安市   
千葉   市川  市川市大野町4丁目2156寄 地1  272－0805  （047）339－7757   

茨城県  水戸  水戸市．笠間市．ひたちなか市．那珂市．茨城町．城里町．大洗町．  水戸市北見町1－1   310－0061  （029）227－9911  
東海村   （水戸地方法務合同庁  

舎）   

茨城県  水戸  日立   日立市．高萩市．北茨城市   日立市弁天町2－13－15  

く日立法務総合庁舎）   

茨城県  水戸  常陸太田   常陸太田市．常陸大官市．大手町   常陸太田市山下町1221－1  313－0013  （0294）73－0221・一2   

茨城県  水戸  土浦   土浦市．石岡市．つくば市，かすみがうら市．小美玉市．阿見町，美  300－0812  （029〉821－0792   
浦村   

茨城県  水戸  竜ヶ崎   龍ヶ崎市．取手市．守谷市．稲敷市．つくばみらい市．牛久市．利根  30ト0822  （0297）64－2607   
町．河内町   

茨城県  水戸  鹿嶋   鹿嶋市．潮来市．行方市，神栖瓦 鉾田市   鹿嶋市鉢形1527－1   314一口O34  （0299）83－6000   

茨城県  水戸  下妻   下妻市．古河市．筑西市．結城市．坂東市，桜川市．常総市．八千代  下妻市下妻乙124－2   304－0067  （0296）43－3935  
町 五霞町．境町   （下妻法務合同庁舎）   

栃木県  宇都宮  宇都宮市．鹿沼市．さくら市．河内郡上三川町．河内郡河内町．河内  栃木県宇都宮市小幡2－  3：：0一  （028）  
郡上河内町，塩谷郡高堰沢町 1－11（法務合同庁  

全）   

栃木県  宇都宮  今市   今市市．日光市．塩谷郡藤原町．塩谷都栗山札 上都賀郡足尾町．塩  今市市本町20－3   321－  （0288）  
谷部塩谷町  1272  21－0309   
（今市市．塩谷郡藤原町．塩谷都栗山机上都賀郡足尾町について  

は．3／20日光市に合併予定）  

栃木県  宇都宮  真岡   真岡市，芳賀郡二宮町 芳賀郡益子町．芳賀郡茂木町 芳賀郡芳賀  真岡市荒町5176－3  321－  （0285）  
町．芳賀都市貝町  4305  82－2279   

－2436   

栃木県  宇都宮  大田原   大田原市．矢板市．那須塩原市．那須郡那須町   大田原市本町1－269  
5－109   0041   

－1156   

栃木県  宇都宮  鳥山   那須烏山市．那須郡那珂川町   那須烏山市中央1－19  
－17   0621   

－－2616  



管轄一覧  
※注意＝市町村合併により．管轄が変更されている場合等がありますので，この一覧表に該当の市   

町村がない場合等，疑問がある場合は．合併後の市町村を管轄する法務局へ確認願います。  

都道府県  法予覇最   雷忘   管轄区域   所在地   
栃木県  宇都宮  栃木   

垂妬停番号   官話番一号  
栃木市．小山市．下野市．下都賀郡壬生町．下都賀郡藤岡町下都賀  栃木市片柳町1－22－  

25   0053  22－1068  
賀都西方町  －1553   

栃木県  宇都宮  足利   足利市．佐野市   足利市大町532－21  326－  
0056   

－・ 
群馬県  前橋  

1A  
前橋市、渋川市、勢多郡富士見村、北群馬郡榛東村、北群馬郡吉岡町  群馬県前橋市大手町2丁目  

10番5号   

群馬県  前橋  伊勢崎   伊勢崎市、佐波郡玉村町   伊勢崎市大田町554番地10  
（伊勢崎地方合同庁舎）   0961   

群馬県  前橋  沼田   沼田市、利根郡片品村、利根郡川場村、利根郡みなかみ町、利根郡昭  沼田市酉倉内町701番地  378－0042  （0278）22－25柑・  
和村  25t）ヰ   

群馬県  前橋  太田   太田市、館林市、邑楽都板倉町、邑楽郡明和町、邑楽郡千代田町、邑  
楽部大泉町、邑楽郡邑楽町   

群馬県  前橋  桐生   桐生市、山田郡大間々町、勢多郡束村、新田郡笠照町   桐生市来広町13番5号  
（桐生地方合同庁舎）   

群馬県  前橋  高崎   高崎市、藤岡市、安中市、群馬郡榛名町、碓氷郡松井田町、多野郡苫  高崎市東町134番地12  370－0045  （027）322－6315・  
井町、多野邪神流町、多野郡上野村   （高崎地方合同庁舎）  0700   

群馬県  前橋  中之条   菅妻郡中之条町、吾妻郡東村、吾妻部署妻町、吾妻郡長野原町、吾妻  吾妻郡中之条町大字中之  377－0424  （0279）75－3037・  
都嬬恋村、吾妻郡草津町、吾妻郡六合村、吾妻邪宗山村   条町692番地2  3065   

群馬県  前橋  富岡   富岡市、甘楽郡妙義町、甘楽都下仁田町、甘楽郡南牧村、甘楽都甘楽  
町   

静岡県  静岡地方  静岡市英区．静岡市駿河区．静岡市清水区．焼津市，藤枝市．島田  前岡市薬区追手町9番50号  420－8850  （054）254－3555  
市．富士川町．蒲原町由比町，岡部軋大井川軋川根本町．川根  
貯【   

静岡県  静岡地方  沼津   沼津市，三島市．伊東市．熟海市，御殿場市．裾野市．伊豆市．伊豆  410－0831  （055）931－1877   
の国市．小山町．清水町、長泉町．函南町   

前岡県  静岡地方  富士   富士市．竃士官市，芝川勘   富士市御幸町13番19号  417－0041  （0545）53－1200   

静岡県  静岡地方  下田   下田市，東伊豆町．河津町 南伊豆机 松崎町．西伊豆町   下田市西本郷2丁目5番33  
号下田地方合同庁舎   

静岡県  静岡地方  浜松   浜松市，磐田市，湖西市，新居町   浜松市板厘町111番地2  
浜松アクトタワー9騰   

1  の  

⊂＝I  



管轄一覧  

※注意‥市町村合併により，管轄が変更されている場合等がありますので，この一覧表に該当の市   
町村がない場合等．疑問がある場合は，合併後の市町村を管轄する法務局へ確認厭います。  

都；首府県  法矛茶屁   冒届   管区区域   所在地   
静岡県  静岡地方  掛川   

郵l牢番号   電話番号  
掛川市．御前崎市，菊川市．敏之原市、吉田町   掛川市亀の甲2丁目」6番2  

号   

静岡県  静岡地方  袋井   袋井市．森町   袋井市袋井366番地   437－8026  （0538）42－3545   

山梨県  甲府  甲府市．笛吹市．山梨市，甲州市．中央市．南アルブス市．甲斐市．  甲府市北口1丁目2番1  400－8520  （055）252－7151  
韮崎市．北杜市．昭和町．芦川村   9号   

山梨県  甲肝  鰍沢   増穂町．鰍沢町．市川三脚町．早川町．身延町，商都町   南巨摩都鰍沢町254く∋  
番地4   

山梨県  甲府  大月   都留市．大月市．富士吉田市．上野原市．西桂町．富士河口湖町．山  大月市御太刀2丁目8番  401－0012  （0554）22－0799  
中湖村．丹波山村．鳴沢村．忍野村．道志村．小菅村   10号   

長野県  長野  長野市．須坂市．千曲市．信濃町．信州新町．小布施町．飯綱町．小  
川村．中条村，高山村   

長野県  長野  松本   松本市．塩尻市．安曇野市，波田町．筑北札麻績村．生坂村．山形  
札朝日村   

長野県  長野  上出   上田市，東御市，長和町．坂城町，青木村   長野県上田市中央西2－3－  

長野県  長野  飯田   依田市．松川町．高森町．阿南町．清内路村，阿智村．平谷村．根羽  長野県飯田市大久保町  395－8053  （0265）22－0014  
村．下條村．売木村，天青巨村．泰阜村．喬木村．豊丘村．大鹿村   2637－3   

長野県  長野  派訪   諏訪市．岡谷市．茅野市．下諏訪町，富士見町．原村   長野県諏訪市大手町ト2ト  
20   

長野県  長野  伊那   伊那市．駒ヶ根市．高遠町．辰野町．箕輪町．飯島町．南箕輪札 中  長野県伊那市大字伊那部  396－0011  （0265）78－3462  
川村．長谷札 宮田村   5064－1   

長野県  長野  大町   大町市．池田町 松川札 白馬村．小谷村   長野県大町市大町2943－5  398－0002  （0261）22－037g   

長野県  長野  飯山   飯山市．中野市．山ノ内町．木島平札野沢温泉札 栄村   長野県飯山市大字飯山  
1080   

長野県  長野  佐久   佐久市．小話市．佐久括町．小海町．軽井沢町．御代田町．立科町．  
川上村，南牧村．南相木村．北相木村   

長野県  長野  木曽   木曽町 上松町．南木曽町．木祖札 王滝札 大桑村   長野県木曽郡木曽町福島  
4926－3   

巴  



管轄一覧  

※注意：市町村合併により，管轄が変更されている場合等がありますので，この一覧表に該当の市   
町村がない場合等．疑問がある場合は，合併後の市町村を管轄する法務局へ確認願います。  

支届   管要害区土盛   所j平地   

都i首l拝県  法瀬扇  

部将番号   
新潟市（新津支局の管轄に属する地域を除く。）   

雷喜舌番号   
新潟市酉大畑町5191  95ト8504  （OZ5）222－1561   

新潟県  新潟  長岡   長岡市．小千谷市．見附市．北魚沼郡川口町   長岡市三和3－9－1  940－1151  （0258）33－5511   

新潟県  新潟  三条   三条市．加茂市．燕市．西蒲原郡弥彦村．西蒲原部分水町．西蒲原郡  三条市東裏館2－22一  955－0081  （0256）33◆1374  
吉田町．南蒲原都田上町  3   

（※H18．3．20の市町村合併によって．西蒲原部分水町と西蒲原都吉田  
町は燕市に合併します。）  

新潟県  新潟  柏崎   柏崎市．三島郡出雲崎町．刈羽郡刈羽村   柏崎市田中26－23号  
（柏崎地方合同庁舎）   

新潟県  新潟  新発田   新発田市．胎内市．北蒲原郡聖爺町   新発田市新富町1－1－  
20   

新潟県  新潟  新津   新潟市の内（赤渋、朝日、朝繕、味方．鯵潟、鯵潟一丁E．安部新、天ケ沢新田、音義寺、  新潟市新津4463番地  956－0000  く0250）22－0501  
飯島新札屠宿、和泉、市新、市之瀬、犬帰新田、茨曾根、鋳物師興野、飯柳、兎潮、牛  
崎、臼井、臼井ノ内小平次新田、期ケ適、椙ノホ、浦興臥浦沢、浦梨、大秋、大倉、大倉  
新田、大鹿、大関、大通一丁臼、大通二丁日．大通黄金一丁日、大通黄金＝丁日、大通黄金  
三丁目、大通黄金四丁目、大通黄金五丁∃、大通黄金六T∃、大通黄金七丁目、大通臥大  
通商一丁目、大道南＝丁臥大通南三丁日、大通南四丁目、大道南五丁自、大別富、岡臥  
荻島、荻島一丁E、荻島二丁目、荻島三丁目、沖斬臥荻野町、覚降津、金沢町一丁自、金  
沢町＝丁自、金沢町三丁日、金沢町四丁日、金津、愛息、鎌倉新田、上浦、上木山、上塩  
懐、上新札上道乳上ハ枚、上曲通、紳毘、柄日東、蒲ケ沢．川口、川根、北、北浦、北  
上、北上一丁日、北上ニ丁目、北上三丁巳、北上新田、北田中、未滑、馳笥、葦水町一丁  
日、羊水町＝丁目、羊水町三丁日、蜘事典野、黒宮、諷場、手穣一丁日、寅塙二丁∃、手燭  
三丁日、軍機咽丁ヨ、車囁五丁日、こがね町、小口、小坂、小須戸、小鼓子．盲臥古田ノ  
内大野開、小戸上軋小声下臥子成増、小机小屋嶋、さつき野一丁臥さつき野二T  
日、さつき野三丁巨】、山王、山王斬臥塩谷、七軒、七軒町、清水、下水山下興臥下興  
野師、下温俵．下条、下軋下道潟、7道潟下新臥下八枚、下八坂ノ内小鼠鮪巴．曲通  
下山崎、十五臥十二進島、上下諏訪木、庄弧次郎右工門興野、白根、白根東町1丁［】、  
白根魚町、白根水道町、白根中山、白根／内七軒、白根日の出町、白根古川、白根四ツ興  
臥新栄町、新金沢町、新郷塵、新生町一丁日、新生町二丁日、新生町三丁臼、新生町四丁  
日、新保、新町一丁且、新町＝丁目、新町三丁日、新山崎町一丁日、新山崎町＝丁日、新山  
崎町三丁目、水臥肋次石工門粗、響追、善道町一丁巳、善道町二Tt〕、蔵主、田寄、同家  
一丁E、田家二丁臥田家三丁目、大安寺、大敗大属L円尾、高井興臥＃井貫一丁且．  
高井東二丁目．高井東三丁目、滝谷町、滝谷木靴田屋、次嵐釣乱釣春払出戸、天王  
新臥戸右折臥戸田L中小見、中沢町中塩俵、中新田、中野、中野一丁臥中野二丁  
臥中野三丁目、中野四丁目、中野五丁日、中机七穂、七日町、鍋軋新館田、新津・新  
浮秋葉十丁臥新津秋葉こ丁目、新津耕巣三丁日、新津田島、新津東町一丁臥新津東町ニ  
丁目、新津東勘三丁目、新津福島、新津本町一丁目，新津本町二丁ヨ、粁手本町三丁目、新  
浮本町四丁目．   



管轄一覧  

※注意‥市町村合併により，管轄が変更されている場合等がありますので．この一覧表に該当の市   
町村がない場合等．疑問がある場合は．合併後の市町村を管轄する法務局へ確認願います。  

都道府県  法瀬尾   支局   管堅区i或   所j平地  垂払倖番号   
新潟県  新潟  新津   新津緑町、新津臨ツ興軌透笠乱酉覚巻斬臥西金沢こ西董犠、西酒量、西島、西白根、  

酋古津、日豆町、服岸、能登、能登一丁目、緒登二丁臥羽下、烹笠巷、東屋巷新田、東金  
沢、京王暢．京島、東中嶋．麦潟、菱潟新田、引越、平沼、平潟新田、船越舟戸一丁日．  
舟戸＝丁日、古川新札古津、平成町、保坂、掘臥程島、牧ケ鼻、真木新臥松ヶ丘一丁  
目、松橋、満願寺、万年、南田中、両町、乗車町一丁臼、美幸町二丁百、美幸町三丁目、  
緒、先代臥山喝興臥山谷町一丁日、山谷町＝丁目、山谷町三丁目、横川浜、吉江、吉岡  
町、吉田新田、竜玄新田、大乱鷲／東新臥蕨郎艮、割町．赤臥安尻、油島．新谷、石  
乱井臥茨島、今井、岩室温泉、椅野新田、打越、地鳥、卯八郎受、浦村新田、漆山、越  
前浜、道議．遠藤村軋大潟村古新出、大潟村石新田梵大鵬村古新田、大曽祖、大原＼苅  
付、見柄、見柄斬臥枯島、角田浜、角海浜、潟浦新、潟頭、潟上、潟東美里、金地、上木  
島、上小吉、河井、川崎、北野、区見、久保臥熊谷、熊谷村灸、熊潟新田、黒山、桑山村  
受、高野宮、河間、五ケ浜、玉之上、小吉、栄、桜林、真臥沫ケ猟三角野新田、三方、  
下木島、下郡袖、称名、白ふ、新保蔀臥すすき、善光寺、善光寺相愛、曽乱射爵、高  
軋竹野町、津狸田、天竺堂、相島、道上、冨臥冨出村外新田受．中郷嵐中之口、中之  
口長堵．冨井、並岡、新版田潟、新版田潟上新出、新飯田牒下新田．仁臥西川下山、西  
中、西中農、西長島、西船越、西松崎、西汰上、布臼、菓萱暢、羽黒、矯本、旗昆、旗良材  
糞、羽田、乱酔ケ曽根、番屋、東小吉、真申、乗船粗、京汰上、樋曹、兵右紆Pl新札平  
沢、平野、福井、伏部、堀上折臥鳩山新田、前田、真木、巻、巷東町、巻大乱牧ケ島、  
巷栄町、根鳥、巻舟戸．升岡斬臥升潟、間淑、松栃尾．松崎村外新田受、松野届、松山斬  
田、馬場、水沢新田、三ツ門、南、南福島、南谷内、峰岡、門札矢島、山口新田、山口新  
田村受、山鳥、磯曽硯、城戸、横戸村受、匹ツ畑屋、典兵術野新臥組乳大分、賀ノホ、  
和納、割前）．五泉市，阿賀野市．東蒲原郡阿賞町  

新潟県  新潟  十日町   十日町市．中魚沼郡津南町   十日町市富田町1－18  948－0083  （025）752－2575   

新潟県  新潟  村上   村上市．岩船郡関川村．岩船郡荒川町．岩船郡神林村．岩船郡朝日  
村．岩船郡山北町．岩船郡粟島浦村   

新潟県  新潟  糸魚川   糸魚川市   糸魚川市寺町2－8－3  
0   

新潟県  新潟  上越   上越市．妙高市   上越市木田2－15－7  943－0805  （825）525－4133   

新潟県  新潟  佐波   佐渡市   佐渡市相川三町日新浜町  
3－3   

新潟県  新潟  六日町   南魚沼市，魚沼市．南魚沼都湯沢町   南魚沼市美佐島61－9  949－6641  （OZ5）77Z－2164   

大阪府  大阪  大阪市，寝屋川市．大東市．守口市．枚方市．交野市．四條畷市．門  大阪市中央区谷町2丁目  540－8544  （06）6942－g459  
真市．池田市，豊中市．箕面市，能勢町．豊能町   1番17号（大阪第二法  

務合同庁舎）   

大阪府  大阪  北大阪   高槻市．茨木市．摂津市．吹田市．島本町   茨木市中村町1番35号  567－0822  （072）638－9444   

大阪府  大阪  東大阪   東大阪市．相原市．八尾市   東大阪市高井田元町2T  
目8番10号（東大阪法  6782－5413  
務合同庁舎）   



管轄一覧  

※注意‥市町村合併により，管轄が変更されている場合等がありますので．この一覧表に該当の市   
町村がない場合等．疑問がある場合は，合併後の市町村を管轄する法務局へ確認願います。  

都；音符県  法務局   支局   管轄区土盛   所布地   都†牢番号   
大阪府  大阪  堺   

普請番号  
堺市．松原市．高石市．河内長野市．藤井寺市．羽曳野市．富田林  堺市南瓦町2番55号  598－8560  （072）221－2789  
市．大阪狭山市．南河内都（大手町．河南町．千早赤阪村）  22ト2790   

大阪府  大阪  岸和田   岸和田市，貝塚諷 泉大津市．泉佐野市．和泉市，阪南市．泉南市．  岸和田市上野町東24番  596－0047  （0724）38－6501  
東南部（岬町．熊取町．田尻町）．泉北郡忠岡町   10号  38－6532   

大阪府  大阪  富田林く4月1日か  宮田林市．河内長野市．羽曳野市．藤井寺市．南河内郡く河南町．太  富田林市甲田1丁目7番  5錮－003ti  ttH21）23－2432  
ら）   子町．千早赤阪村）   2号   

京都府  京都・  京都市（北区、上京区、左京区、中京区、東山区、山科区、下京区、南  京都市上京区荒神口通河  602－8577  （075）23ト0131  
区、右京区、西京区、伏見区），向日市．長岡京市．乙訓都（大山崎  原町東入る上生洲町用7番  
町）   地   

京都府  京都  宇治   宇治市．城陽市，久世都（久御山町）．八幡市．京田辺市．綴喜郡  宇治市宇治琵琶33番地2  611－0（】21  （0774）24－4121  
（井手町宇治田原町）．相楽郡（山城取捨華町．木津町．加茂  

町．和束町．笠置町．南山城村）   

京都府  京都  園部   亀岡市．南丹市．船井郡（京丹波町）   南丹市園部町小桜町28番  
地   

京都府  京都  宮津   宮津市，与謝郡（与謝野町．伊根町）   宮津市宇中ノ丁2534番地  
宮津地方合同庁舎   

京都府  京都  京丹後   京丹後市   京丹後市峰山町吉原71番  
地   

京都府  京都  舞馳   舞鶴市   舞鶴市字酉110番地5   6Z4－q937  （07了8）76－0858   

京都府  京都  福知山   福知山市．綾部市   福知山市宇内紀10番地29  
福知山地方合同庁舎   

兵庫県  神戸  神戸市   神戸市中央区波止場町1  
番1号   

兵庫県  神戸  西宮   西宮市．宝塚市．芦屋市   西宮市浜町7香35号  662－0942  （0798）26－0061～2   

兵庫県  神戸  伊丹   伊丹市．川西市．三田市．川辺郡猪名川町   伊丹市千僧1丁目47番  
地2   

兵庫県  神戸  尼崎   尼崎市   尼崎市来難波町4丁目1  
8番36号   

兵庫県  神戸  明石   明石市．三木市   明石市大明石町2丁目4  
番25■号   



管轄一覧  

※注意＝市町村合併により．管轄が変更されている場合等がありますので．この一覧表に該当の市   
町村がない場合等，疑問がある場合は．合併後の市町村を管轄する法務局へ確認願います。  

都道府県  王墓ヨ苓願   首尾   管轄区域   所在地   垂R†牢番号   電話番卑   
兵庫県  神戸  篠山   篠山市   篠山市乾新町70番地2  669－2335  （079）552－2223   

兵庫県  神戸  毒白原   丹波市   丹波市柏原町柏原451  
番地   

兵庫県  神戸  姫路   姫路市．神崎郡神河町．市川町．福崎町   姫路市北条1T冒250  
番地   

兵庫県  神戸  加古川   加古川市，高砂市．加古都祁美町．播磨町   加古川市野口町良野17  
49番地   

兵庫県  神戸  社   加東市．小野市．加西市．西脇市．多可郡多可町   加東市社539番地2  673－1431  （0795）42－0201   

兵庫県  神戸  吉富野   たつの市．相生市．赤穂市．宍粟市．佐用都佐用町．赤穂都上部町．  たつの市野富野町富永87  879－4丁67  （079丁）63－3221～2  
揖保郡太子町   9替地2   

兵庫県  神戸  豊岡   豊岡市．養父市．朝来市．美方郡香美町．美方郡新温泉町   豊岡市寿町8番4号   668－0024  （0「柑6）22－2703   

兵庫県  神戸  洲本   洲本市．淡路市．南あわじ市   洲本市山手1丁目2畢1  
9号   

奈良県  奈良  奈良市．大和郡山市．生駒市．天理市．山添村．平群町．三郷町．斑  
鳩町．安堵町．川西町．三宅町．田原本町   

奈良県  奈良  葛城   大和高田市，橿原市．御所市．香芝市．葛城市．高取町．明日香村．  
上牧町．王寺町．広陵町．河合町   号   

奈良県  奈良  桜井   桜井市，宇陀市．曽爾村．御杖村．東吉野村   桜井市大字粟殿461番  
地2   

奈良県  奈良  五條   五條市．富野町．大淀町．下市町．黒滝札天川札野迫川村．十津  
川村．下北山村．上北山村，川上村   号   

滋賀県  大津一  大津市．草津市．守山市．栗東市．野洲市．高島市   滋賀県大津市京町3－1  
－－1   

滋賀県  大津  甲賀   甲賀市．湖南市   滋賀県甲賀市水口町水口  
5655   



管轄一覧  

※注意＝市町村合併により．管轄が変更されている場合等がありますので．この一覧表に該当の市   
町村がない場合等．疑問がある場合は，合併後の市町村を管轄する法務局へ確認願います。  

都道I仔県  法務I昌  電）昌   管董宰区域  所在納  垂旺停番号  富真東番号   
安土町．日野町 竜王町   －8   

滋賀県  大津  長浜   長浜市．米原市．虎姫町，湖北町，木之本町．高月吼 余呉町   滋袈県長浜市八幡東町2  526－0031  （0749）62－05く）3  
西浅井町   53－4   

和歌山県  和歌山  和歌山市．海南市．海草郡紀実野町 有田市．有田郡湯浅町．有田那  和歌山県和歌山市二寄T  640－8552  （073）422－引31′｝3  
広川町 有田都有田川町 紀の川市．那賀郡岩出町   2番地（和歌山地方合同  

庁舎）   

和歌山県  和歌山  橋本   橋本市．伊都都かつらぎ町．伊都郡九度山町．伊都都南野町   和歌山県橋本市東家5T  
目2番2号（稿本地方合  
同庁舎）   

和歌山県  和歌山  田辺   田辺市，西牟婁都白浜町．西牟套郡すさみ町．西牟婁郡上富田町．日  和歌山県田辺市文里1丁  646－0023  （0739）22－0698  
京都みなべ町   日11番9号（田辺港湾  22－0632   

合同庁舎）  

和歌山県  和歌山  御坊   御坊市．日高郡美浜町，日高郡日商間．日高郡由良町．日高都印南  和歌山県御坊市薗369  644－0002  （0738）22－0335  
翫．日高郡日高川和   番地6t御坊法務取合庁  22－0412   

舎）  

和歌山県  和歌山  新宮   新宮市．東牟婁郡太地町 案串睾郡串本町 東牟婁部首座川町．東牟  和歌山県新宮市緑ヶ丘3  647－0043  （0735）22～2757  
雲郡那智勝浦札 束牟垂郡北山村   丁目2番64号（新宮法  22－2685   

務総合庁舎）  

愛知県  名古屋  名古屋市．清須市．豊明市．日進市．豊山町．師勝町．西春町．春日  名古屋市中区三の丸2－  460－8513  （052〉952－8111  
町．東郷町．長久手町   2－1   

愛知県  名古屋  春日井   春日井市．小牧市．瀬戸市．尾張旭市   春日井市鳥居松町4－46  486－0844  （0568）81－3210   

愛知県  名古屋  津島   津島市．愛酉市．蟹江町．十四山村．飛島村．弥富軋甚目寺町．美  
卸町．大治町．七宝町   

愛知県  名古匿  一宮   一宮市一輪沢市、江南市一岩倉市．犬山市、扶桑軋 大口町   一宮市公園通4－17－3  491－0842  （0586）71－0600  

L 監  



管轄一覧  

※注意＝市町村合併により，管轄が変更されている場合等がありますので．この「覧表に該当の市   
町村がない場合等，疑問がある場合は．合併後の市町村を管轄する法務局へ確認厭います。  

都道府県  法務局   支局   所在地   郵便番号   ‾   
愛知県  名古屋’  半田   管轄区土或      ＝＝．．…；        半田市，常滑市，大府市，東海市．知多市．阿久比町，武豊町南知  

多町．美浜町．東浦町   

愛知県  名古屋  岡崎   岡崎市．幸田町   岡崎市羽一限町字北乾地5  
0－1   

愛知県  名古屋  刈谷   刈谷市．知立市．安城市．碧南市，高浜市   刈谷市若松町1－46－  

愛知県  名古屋  墾田   豊田市．三好Ⅰ町   豊田市常磐町1－105  
－3   

愛知県  名古屋  西尾   西尾市．一色町．吉良町．幡豆町   西尾市熊味町南十五夜6  
0   

愛知県  名古屋  豊橋   豊橋市．田原市．豊川市．蒲都市．音羽町 小坂井町．御津町   豊橋市大国町111   440－0844  （0532）54－9278   

愛知県  名古屋  新城   新城市．設楽町．東栄町．豊根村   新城市字八幡11－2  小＝－1385  （0586）22－0437   

三重県  津  津市．鈴鹿市．亀山市   津市丸之内26革8号  
（津合同庁舎）   

三重県  津   四日市   四日市市．三重郡菰野町．三重郡朝日町，三重郡川越町   四日市市三栄町4香21  
号（四日市法蹄合同庁  
舎）   

三重県  津   伊勢   伊勢市．鳥羽市．志摩市．度会都玉城町．度会都南伊勢軋 度会郡大  伊勢市岡本1丁目1番1  516－8503  （0596〉28－6158  
紀町．度会都度会町   3号（伊勢法務合同庁  

舎）   

三重県  津   松阪   松阪市．多気都多気吼 多気都明和町 多気郡大台町   松阪市高町493番地6  
（松阪合同庁舎）   

三軍県  津   桑名   桑名市．いなべ市．桑名郡木曽岬町 員弁郡東員町   桑名市星見ケ丘1丁目1  
01番地2（桑名法務総  
含l手金）   

三重県  津   上野   伊賀市．名張市   伊賀市上野丸之内169  
番地（上野法務合同庁  
舎）   



管轄一覧  

※注意＝市町村合併により．管轄が変更されている場合等がありますので．この一覧表に該当の市   
町村がない場合等．疑問がある場合は，合併後の市町村を管轄する法務局へ確認願います。  

都；首府県  法弄窮屈   支局   
三重県  津   熊野   

所在地   垂和博番・～尋   雪害乗番 
皆聖宰区土盛      号        熊野市．尾鷲市．北牟婁郡紀北町．南牟婁郡御浜町．南牟婁郡紀宝町  熊野市井戸町673番地  

7（熊野法務合同庁舎）   

岐阜県  岐阜  岐阜市（平成18年1月1日吸収合併（羽島都柳津町））．関市（平  岐阜市金竜町5丁目1く∋  500－8729  （058）245－3181  
成17年2月7日吸収合併（武儀郡洞戸札武儀郡板取札武儀郡武  
芸川町．武儀郡武儀町．武儀郡上之保村））．美濃市．羽島市．各務  
原市（平成16年11月1日吸収合併（羽島郡川島町））．山県市  
（平成15年4月1日新設合併（山県郁高富町山県郡伊自良札山  

県郡美山町））．瑞穂市（平成15年5月1日新設合併（本巣郡穂積  
町．本巣郡巣南町））．本巣市（平成16年2月1日新設合併（本巣  
郡本巣町，本巣郡真正町．本巣郡糸貫町．本巣都根尾村））．羽島都  
岐南町．羽島郡笠松勘．本巣都北方町   

岐阜県  岐阜  八幡   郡上布 く平成16年3月1日新設合併（郡上郡八幡町．郡上郡大和  岐阜県郡上市八幡町有頓  5（）ト4Zユ5  く0575）67－1411  
町．郡上郡白鳥町．郡上郡高鷲村．郡上郡美並村．郡上郡明宝村．郡  12■09番地の2 郡上  
上郡和良村））   八幡地方合同庁舎内   

岐阜県  岐阜  大垣   大垣市（平成18年8月27日吸収合併（養老郡上石湊町，安八都塵  岐阜県大垣市丸の内1T  503－0888  （0584）78－3347  
俣町））．海津市（平成17年3月28日新設合併（海津郡海津町．  目19番地 大垣法務合  
海津郡平田町，海津都南濃町）），養老那養老町．不破郡垂井町，不  
破邪関ケ原一軒．安八郡神戸町．安ノ＼郡輪之内町．安八郡安八町．揖斐  
郡揖斐Jl岬丁（平成17年1月31日新設合併（拇斐郡揖斐川町．揖斐  
郡谷汲村．揖斐郡春日村．揖斐郡久瀬札揖斐郡藤橋村．揖斐郡領内  
村））．揖斐都大野軋揖斐都池臼町   

岐阜県  岐阜  美濃加茂   美濃加茂市．可児市（平成17年5月1日吸収合併（可児都兼山   岐阜県美濃加茂市本郷町  505－0027  （8574）25－2400  
町））．加茂郡坂祝町．加茂郡富加凧．加茂郡川辺町．加茂郡八百津  
町，加茂郡七宗町．加茂郡白川町．加茂郡東白川村．可児郡御嵩町   

岐阜県  岐阜  多治見   多治見市（平成18年1月23日吸収合併（土岐郡笠原町）），土岐  岐阜県多治見市太平町5  507－0041  （0572）22－1002  
市．瑞浪市   丁目33番地   

岐阜県  岐阜  中津川   中津川市（平成17年2月13日吸収合併（恵那郡坂下町．恵那都川  岐阜県中津川市かやの木  508－0045  （0578）66－1554  
上村．恵那郡加子母村．恵那郡付知町．恵那都福岡町．恵那郡鯉川  町4丁目3番地 中津川  
札長野県山口村））．恵那市（平成16年10月25日新設合併  
（恵那市．意那郡岩村町．志那郡山同町．恵那郡明智町．恵那都串原  

村．憲郡部上矢作町））   

岐阜県  岐阜  高山   高山市（平成17年2月1日吸収合併（大野郡丹生川村，大野部活見  岐阜県高山市花岡町2T  506－0009  （0577）32－0耶5  
札 大野郡荘川村．大野郡宮札 大野郡久々野町．大野郡勤日札 大  目55番地の16 高山  
野郡高根村．吉城郡国府町．吉城郡上宝村））．飛騨市（平成16年  
2月1日新設合併（吉城郡古川印†吉城都河合札吉城郡宮川村．吉  
城都神岡町））．大野郡白川札下呂市（平成16年3月1日新設合  
併（益田郡萩原恥益田都小坂町．益田部下昌町．益田即金山町．益  
田郡馬瀬村））   

福井県  福井  福井市，あわら市．三国町．丸岡町．壱江軋 坂井町．永平寺町   福井市春山トト54（福井  
春山合同庁舎）   



管轄一覧  

※注意：市町村合併により．管轄が変更されている場合等がありますので．この一覧表に該当の市   
町村がない場合等，疑問がある場合は，合併後の市町村を管轄する法務局へ確認願います。  

都道府嗅  法滞扁   支扇   管轄区J或   所在地   垂R便番号   電話番号   
福井県  福井  武生   越前市．鯖江市．池田町．越前町．商運前町   越前市新町㌻クー1丁   鋸ほ－（は83  （0778）22－0柑4   

福井県  福井  大野   大野市，勝山市   大野市城町8－5   912－0087  （0779〉66－2249   

福井県  福井  敦賀   敦賀市．若狭町．美浜町   敦賀市松栄町7－28   914－0085  （0770）25－0174   

福井県  福井r  小浜   小浜市．おおい町，高浜町   小浜市後淑町7－10   917－0074  （0770）52－OZ38   

石川県  金沢  金沢市．かほく市．白山市．能美郡川北町．石川郡野々市町，河北郡  石川県金沢市新神田4丁  92卜8505  （076）292一了810（代  
津幡町．河北郡内灘町   目3番10号（金沢新神  表）（076）292－  

田合同庁舎）  7829（戸籍課直通）   

石川県  金沢  小松   小松市．加賀市，能美市   石川県小松市日の出町7  
丁目120番地（小松日  
の出合同庁舎）   

石川県  金沢  七尾   七尾市，羽咋市．羽咋郡志賀町．羽咋郡宝達志水町．鹿島郡中能登町  石川県七尾市小島町大開  
地3番地7（七尾西湊合  
闇l手車）   

石川県  金沢  輪島   輪島市、珠洲市，鳳珠都穴水町．鳳珠郡能登町   石川県輪島市鳳至町畠田  
99番地3（輪島地方合  
たIl手金1   

富山県  冨山    富山市．中新川郡上市町．中新川都立山町，中新川郡舟橋村  富山市牛島新町11番7  
号（富山合同庁舎）   （代）   

富山県  富山  魚津   黒部市．魚津市．滑川市．下新川郡朝日町．下新川都入善町（宇奈  
月町）  号   
※宇奈月町は、平成18年8月31日から黒部市に合併   

富山県  富山  高岡   富岡市．射水市．氷見市   高岡市中川本町了0番2  
1号   

富山県  冨山  砺波   砺波市．南砺市．小矢部市   砺波市酋旭353番地2  939－1333  （0763）32－2361   

福岡県  福岡  福岡市，前原市，宗像市，古賀市，福津市．糟屋肌 糸島郡  福岡市中央区舞鶴3丁目  
9番15号   

福同県  福岡  筑紫   筑紫野市、大野城市、太宰府市、春日市、筑紫郡   筑紫野市二日市中央5T  
目14番7号   

福同県  福岡  甘木   朝倉市．朝倉都   
甘木市大字書提寺480  
番地6   



管轄一覧  

※注意＝市町村合併により，管轄が変更されている場合等がありますので．この一覧表に該当の市   
町村がない場合等，疑問がある場合は．合併後の市町村を管轄する法務局へ確認願います。  

都道肝県  法務局   支局   管轄区域   所存地   
福岡県  福岡  飯塚   

垂陀伸番号   
飯塚市．嘉麻市．嘉穂郡   

電話番号  
飯塚市芳雄町13替6号  
飯塚合同庁舎3階   

福岡県  福岡  直方   直方市．官署市，鞍手郡   直方市新町2丁目1蓄2  
4号   

福岡県  福周  久留米   久留米市，小都市、三井都   久野米市城南町21苓他  
5   

福岡県  福岡  吉井   うきは市   うきは市吉井町343寄  
地5   

福岡県  福岡  柳川   柳川市、大川市、大牟田市．山門郡．三瀬都，三池郡   柳川市一新町1替地9  832－8042  （0944）72－2648   

福岡県  福岡  八女   八女市、筑後市．八女郡   八女市大手稲富127番  
地   

福岡県  福岡  北九州   北九州市．中間市．遠賀郡   北九州市小倉北区城内5  
番3号   

相同県  福間  行橋   行橋市、豊前市、京都郡．彙上郡   行橋市大楕2丁目22番  
10号   

神岡県  福岡  田川   田川市、田川都   田川市中央町4番20・号  825－0013  （0947）44－14Z6   

佐賀県  佐賀地方  佐賀市．鳥栖市．多久市．小城市．佐賀郡（東与賀釘、久保田町、川副  
町）．神埼郡（神埼町千代田軋脊振札吉野ヶ里町）三養基都  
（みやき町．上峰町．基山軒）   

佐賀県  佐賀地方  武雄   武雄市、鹿島市、嬉野市、杵島郡伯石町、江北町、大町町）藤津郡  武雄市武雄町大字昭和832  843－0023  （0954）2Z－Z435  
（太良町）・   番地   

佐賀県  佐賀地方  伊万里   伊万里市、西松浦郡く有田町）   伊万里市立花町15Jほ番地  
14   

佐賀県  佐賀地方  唐津   唐津市、東松浦都（玄海町）   唐津市千代田町2109番地  
63   

長崎県  長崎  長崎市．時津町．長与町   長崎市万才町8－16  850－8507  （095）820－5953   

長崎県  長崎  諌早   蔽早市、大村市、束彼紺町 川棚町．波佐見町   諌早市幸町4－12   854－0022  （0957）22－0475  



管轄一覧  

※注意：市町村合併により．管轄が変更されている場合等がありますので．この一覧表に該当の市   
町村がない場合等，疑問がある場合は，合併後の市町村を管轄する法務局へ確認願います。  

都；首府県  法澗眉   支局   管轄区域   所在地   朝l牢番号   

長崎県  長崎  島原   島原市．稟仙市．加津佐町，口之津町．南有馬町．北有馬町．西有家  
町，有家町．布津町．深江町   

長崎県  長崎  佐世保   佐世保市．西海市．佐々町．小佐々町．宇久町．小値賀町   佐世保市木場田町2－1  
9   

長崎県  長崎  平戸   平戸市．松浦市，江迎町．鹿町町   平戸市岩の上町1509  
－7   

長崎県  長崎  壱岐   壱岐市   壱岐市郷ノ浦町本村触6  
24－2   

長崎県  長崎  五島   五島市．新上五島町   五島市紺屋町1－1   853－0016  （0959〉72－2261   

長崎県  長崎  対馬   対馬市   対馬市厳原町東里341  
－42   

大分県  大分  大分市．別府市．由布市   大分市城崎町2丁目3番  
21号   

大分県  大分  杵染   杵築市，東国東郡国東町．同郡武蔵軋 同郡安岐町．速見郡日出町  杵築市大字杵築665－  
137   

大分県  大分」  臼杵   臼杵市．津久見市   臼杵市大字臼杵72番地  
の50   

大分県  大分  佐伯   佐伯市   佐伯市野同町2丁目13  
－25   

大分県  大分  竹田   竹田市，豊後大野市   竹田市大字会々1525  
－8   

大分県  大分  中津   中津市   中津市大手中殿550－  
20（中津合同庁舎）   

大分県  大分  宇佐   宇佐市．豊後高田市．東国東都国見町．東国東郡姫島村   宇佐市大字上田1055  
－1   

大分県  大分  日8］   日出市．玖珠郡玖珠町．同郡九重町   日田市田島2丁目11－  
46   

熊本県  熊本  熊本市、合志市、大津町、菊陽町、西原村   熊本市大江3丁目1－5  
3（熊本第2合同庁舎）   

・－J  



管轄一覧  
※注意＝市町村合併により，管轄が変更されている現合等がありますので，この一覧表に該当の市   

町村がない場合等．疑問がある場合は，合併後の市町村を管轄する法務局へ確認願います。  

都；首府県  法滞扁   支局   管箆区域   所在地   
熊本県  方罠本  宇土   宇土市、宇城市、富合町、城南町、美里町   

載伸番号   雷吉再審阜  
宇土市北段原町15   869－0451  （0964）22－0320   

熊本県  熊本  玉名   玉名市、荒尾市、長洲町、南関町、和水町、玉東町   玉名市岩崎278（玉名  
合同庁舎）   

飽本県  熊本  御船   御船町、嘉島町、甲佐町、山都町、益城間   上益城郡御船町御船8q．  
7－3   0156   

熊本県  熊本  山鹿   山鹿市、菊池市、植木町   山鹿市山鹿970   861－0501  （0968）44－241ト  
2436   

熊本県  熊本  阿蘇   阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、帯森町、南阿蘇村   阿蘇市一の宮町宮地20  
05－・5   0870   

熊本県  熊本  八代   八代市、水俣市、氷川町、芦北町、津奈木町   八代市西松江城町11－  
2688   

熊本県  熊本  人言   人富市、あさぎり町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五  人吉市土手町86－1  868－0057  （0966）22－3393・之一ト  
木村、山江村、球磨村  3667   

熊本県  熊本  天草   天草市、上天草市、苓北町   天草市書取訪町14－35  863－0037  （0969）22－2467・  
2445   

鹿児島  鹿児島  鹿児島市．西之表市．日置市．熊毛郡中種子町．熊毛都南種子町．熊  鹿児島県鹿児島市鴨池新  8gO－8518  099－259－0（580  
毛郡上屋久町，熊毛郡屋久町．鹿児島都三島村．鹿児島郡十島村   町1香2・号   

鹿児島  鹿児島  霧島   霧島市，大口市．姶良郡加治木町．姶良郡姶良町．姶良郡蒲生町，姶  鹿児島県霧島市国分中央  899－4332－  0995－45－0064  
良都湧水町．伊佐郡菱刈町   8丁目42番1号   

鹿児島  鹿児島  知覧  南さつま市．枕崎市．指宿市．川辺都知覧町．川辺郡川辺町．揖宿郡  鹿児島県川辺邪知覧町郡  897－0302  0993－83－2ZO8  
頴娃町   5405番地   

鹿児島  鹿児島  川内   薩摩川内市．いちき串木野市．阿久根市．出水市．薩摩郡さつま町．  鹿児島県薩摩川内市若葉  895－0063  0996－22－2300  
出水郡長島1町   ！町4番24号   

鹿児島  鹿児島  鹿屋   鹿屋市．垂水市．曽於市．志布志市．曽於都大崎町 肝属郡肝付町．  鹿児島県鹿屋市西原4T  893－0064  0994－43－67gO  
肝属郡東串良町．肝属郡錦江軋 肝属都南大隅町   冒5番1号   

鹿児島  鹿児島  名瀬   奄美市．大島郡龍郷町．大島郡大和札 大島郡宇検札 大島郡瀬戸内  鹿児島県名瀬市港町2番  894－0026  0997－52－0376  
町大島部喜界町．大島郡徳之島町大島郡伊仙軋大島郡天城町  
大島郡和泊町．大島郡知名吼大島郡与論町   

宮崎県  宮崎  宮崎市．西都市．宮崎部活武町．東諸県都（国富軋 綾町）．児湯郡  宮崎市旭2丁目1番18  880－8513  （0985）22－5124  
（高鍋町．新富町．西米良村．木城町．甘南軋都農町）   号 法務合同庁舎  



管轄一覧  

※注意＝市町村合併により．管轄が変更されている場合等がありますので．この一覧表に該当の市   
町村がない場合等，疑問がある場合は，合併後の市町村を管轄する法務局へ確認願います。  

都i首府県  法澗后   支】宗   管轄区土ま   所在地   
宮崎県  宮崎  都城   

垂旺惜春号   普請番一胃・  
都城市．小林市．えびの市．北諸県郡（三股町）．西諸県郡（高原  
町．野尻町．須木村）   

宮崎県  宮崎  延岡   延同市．東臼杵郡（北川町）．西臼杵郡（高千穂町，日之影町．五ケ  延岡市大貫町1丁目29  882－0803  （0982）33－2179  
瀬町）   15   

宮崎県  宮崎  日南   日南市．串間市．南那珂郡（北郷町．南郷町）   日南市餃肥3丁目6－2  
（日南法務合同庁舎）   

宮崎県  宮崎  日向   ‘ 日向市．東臼杵郡（門川町．美郷町．諸塚村．椎葉村）   日向市鶴町2丁目7－1  

沖縄県  那覇地方  那覇市．糸満市．島尻都与那原町一 島尻郡八重瀬町．中頭郡西原町．  沖縄県那覇市砧川1丁目  900－8544  （098）854－7953  
島尻都南風原町．豊見城市．南城市．島尻郡久米島町 島尻郡漉嘉放  15－15  
村，島尻郡座間味村．島尻郡粟国村．島尻都濃名喜村，島尻郡南大東  
村．島尻郡北大東村   

沖縄県  那覇地方  沖縄   沖縄市．宜野湾市．うるま市．浦添市．中頭邪宗手納町．中頭郡北谷町．  沖縄県沖縄市知花6丁目  904－2143  （098）937－3278  
中頭郡読谷村．中頭那北中城村．中頭郡中城村   7－5   

沖縄県  那覇地方  ≧．て   名護市．国毎都本部町．国頭都恩納村．国頭郡国頭村．国頭郡金武  沖縄県名謙市宇富里45  gO5－0011  （0980）52－2729  
町．国頭郡大宜味村．国頭郡末村．国頭都今帰仁村．国頭郡宜野座  
村．国頭郡伊江札島尻都伊平屋村，島尻郡伊是名村   

沖縄県  那覇地方  宮古島   宮古島市．宮古都多良間村   沖縄県宮古島市平良字下  
里1016   

沖縄県  那覇地方  石垣   石垣市．八重山都竹富町．八重山郡与那国町   沖縄県石垣市字重野城5  
5－4   

広島県  広島  中区．東区，南区．西区，安佐南区．安佐北区．安芸区．佐伯区．府  
中町．海田町．熊野町．坂町，安芸太田町．北広島町   

広島県  広島  廿一日市   廿日市市．大竹」有   廿日市市本町】○－33   7こ，8－00柑  （0829）31」2】朗   

広島県  広島  東広島   東広島市   東広島市西条昭和町12－2  739－0014  （082）423－7707   

広島県  広島  呉   呉市，江田島市   呉市中央3丁目9－15   737－0051  （0823）21－9288   

広島県  広島  竹原   竹原市．大崎上島町   竹原市中央4丁目8－17  725－0026  （0846）22－2367  



管轄一覧  

※注意＝市町村合併により・管轄が変更されている場合等がありますので．この一覧表に該当の市   
町村がない場合等・疑問がある場合は，合併後の市町村を管轄する法務局へ確認願います。  

都i首府県  冒后  管轄区域   所在地   車R†牢番号   

広島県   尾道市．三原市．世羅町   尾道市吉浜町27－13   722－000Z  （0848）Z3－2882   

広島県  福山市．府中市．神石高原町   福山市三富町1丁目7－2  720－8513  （084）923－0100   

【∃   ニ次市．安芸高田市   三次市三次町1074   7Z8－0021  （0824）62－5070   

広島県  広島  庄原   庄原市   庄原市中本町1丁目20－1  727－0012  （08247）2－0347   

山口県  山口  山口市．美祢市．美東町．秋芳町．阿東町   山口市中河原町6－16  
（山口地方合同庁舎2号  

山口県  山口  防府   防府市   
能）   

防府市寿町6－39   747－0809  （0835）Z2－0934   

山口県  山口  周南   周両市．光市．下松市，田布組軋 平生町．上関町   周両市周陽2丁目8－3  
3   

山口県  山口  萩   萩市．長門市．阿武町   萩市平安古町599－3  758－0074  （0838）22－0478   

山口県  山口  岩臨   岩国市．柳井市．和木町．周防大島町   岩国市錦見1丁目16－  74ト0061  （0827）43－1125  
（＊本年3月20日岩国市合併予定一枚合併町村：由宇町．玖珂町．周東  
町．錦町．美川町．本郷村，美和町）   

山口県  山口  下関   下関市   下関市竹崎町4丁目6一  

山口県  山口  宇部   宇部市，山隈小野田市   宇部市新町10－33  
（宇部地方合同庁舎）   

岡山県  岡山  岡山市，玉野市，赤磐市，御津郡建瓢町加賀郡吉備中央町．赤磐郡  
瀬戸町   

岡山県  同山  備前   備前市，瀬戸内市．和気郡和気町   岡山県備前市東片上382  7（）5－0022  （0869）64－2770   

岡山県  岡山  倉敷   倉敷市．給社市．都窪都早島町．浅口都会光町（金光町については3  
月21日をもって浅口市となり笠岡支局に転属予定）   

岡山県  同山  笠岡   笠岡市，井原市，小田部矢掛町．浅口郡里庄町．浅口郡鴨方町．浅口  
郡寄島町（鴨方町．寄島町については合併により3月21日に浅口市  
となる弔辞）   

岡山県  岡山  高梁   高梁市   岡山県高梁市落合町近似  
500－20   



勺  

管轄一覧  

※注意＝缶町村合併により，管轄が変更されている場合等がありますので．この一覧表に該当の市   
町村がない場合等，疑問がある場合は，合併後の市町村を管轄する法務局へ確認願います。  

都道府県  法滞届   支局   皆重要区域   所在地   郵便番号   
同山県  岡山  新見   新見市   

普話番号  
岡山県新見市新見810－7  718－0011  （0867）72－3103   

岡山県  岡山  津山   津山市．苫田郡鏡野町．久米郡美咲町．久米都久米南町．勝田郡奈義  708－0052  （0868）22－9155   
町   

岡山県  岡山  美作   美作市．勝田郡勝央町．英田郡西粟倉村   同山県美作市柴田T127－1  707－0025  （0868）72－1113   

岡山県  岡山  真庭   真底市．真庭郡新庄村   岡山県真底市勝山441  717－0013  （0867）44－2156   

鳥取県  鳥耳文，  鳥取市．岩美町．八矧軋若桜町．智頭町   鳥取県鳥取市東町二丁目  
302   

鳥取県  鳥取  倉吉   倉吉市．湯梨浜町，三朝町．北栄町．琴浦町   鳥取県倉吉市駄経寺町二  
丁目15   

鳥取県  鳥取  米子   米子市，境港市．日吉津札 大山町．南矧町 伯膏町．日野町．江府  鳥取県米子市旗ヶ崎二丁  683－0845  （0859〉22－6一柑1  
町．日南町   目10－12   

島根県  松江  松江市．安来市．八束都東出雲町   
島根県松江市母衣町50 番地（松江法合同庁）  690－0886  （0852）32－4230   務舎  

島根県  松江  零南   重商市．飯石都飯南町．仁多郡奥出雲町   
島根県雲両市木次町里方 952番地5  699－1311  （0854）42－0314   

島根県  松江  出雲   出雲市．大田市．簸川郡斐川町   島根県出雲市塩冶善行町  
18番地3（出雲地方合同  

庁舎）   

島根県  松江  浜田   浜田市．江津市   島根県浜田市田町116  
番地1（浜田地方合同庁  
舎）   

島根県  松江  益田   ー益田市．鹿足郡津和野町．吉賀町   島根県益田市あけぼの東  
町4番地6（益田地方合同  
庁舎）   

島根県  松江  川本   邑智郡川本町．美郷町．邑南町   島根県邑智郡川本町大字  
川本301番地2（川本地  
方合同庁舎）   

島根県  松江  西郷   隠岐郡隠岐の島町．西ノ島町 海士町，知夫村   島根県隠岐郡隠岐の島町  
城北町55番地（隠岐の島  
地方合同庁舎）   



管轄一覧  

※注意＝市町村合併により・管轄が変更されている場合等がありますので．この一覧表に該当の市   
町村がない場合等，疑問がある場合は，合併後の市町村を管轄する法務局へ確認願います。  

重扁   所在地   
都；首府県 宮城県  法矛茶后 仙台  

軋l牢番 管轄区域    号  雷真吾番号     青葉区．宮城野区，若林区，太白区．泉区．名取市．岩沼市．亘理  仙台市青菜区春日町7番  980－860l  （OZZ）2Z5－561l     町 
．山元町．大和町 大郷町．富谷町 大衡村   25号   

宮城県  仙台  塩竃   塩竃市，多賀城市．松島町 七ヶ浜町 利府町   塩竃市細野田3番20号  985－0043  （022）362－2338   

昌城県  仙台  大河原   白石市．角田市．蔵王町 七ヶ宿町 大河原町 村田町 柴田町．川  柴田郡大河原町字錦町1  989－1217  （0224）52－6053  
崎町．丸森町   番地1   

宮城県  仙台  古川   古川市．加美町．色麻町．松山町．三本木町．鹿島台町．岩出山町．  
鳴子町，涌谷町．田尻町．美里町   

宮城県  仙台  築館   栗原市   栗原市築館薬師2丁目2  
番1号   

宮城県  仙台  石巻   石巻市．兼松島市．女川町   石巻市泉町4丁目1香9  
号   

宮城県  仙台  登米   登米市   登米市登米町寺池桜小路  
70番地2   

宮城県  仙台  気仙沼   気仙沼市．南三陸町，本吉町，唐桑町   気仙沼市朝日町1番地2  988－0034  （0226）22－6692   

福島県  福島地方  福島県霞町1番購号（福島  960－8021  （024）534－1111  
町）．安達郡（本宮町．白沢村．大玉村）   合同庁舎）   

福島県  福島地方  相馬   相馬市．南相馬市．相馬郡（新地町．飯館村）   相馬市塚ノ町1丁目12－1  g76－8015  （0244）36－3413   

福島県  福島地方  郡山   郡山市．田村市．田村郡（三春町．小野町）   郡山市桑野2丁目1番4号  963－8539  （024）922－14（）5   

福島県  福島地方  白河   白河市，須賀川市．西白河部（西郷村．泉崎村．中島札 矢吹町）．  白河市宇部内1番地136  96ト0074  （0248）22－1201  
東白川郡（棚倉町．鮫川村．塙町．矢祭町）．岩瀬郡（鏡石町．天栄  
村）．石川郡（石川町．玉川村．平田村，浅川町．古殿町）   

福島県  相島地方  若松   会津若松市．喜多方市．耶麻郡（磐梯町．猪苗代町．西会津町．北塩  会津若松市追手町8番11号  965－8873  （0242）27－1498  
原村）．河沼郡（会津坂下町．柳津町．湯川村）．大沼都（会津美里  
町．三島町．金山町．昭和村）．南会津郡（南会津町下郷軋檜枚  
岐村．只見町）   

福島県  福島地方  いわき   いわき市．双葉郡（富岡町．広野町，楢葉町．大熊町．川内札 浪江  いわき市平字堂根町4番地  970－8026  （0246〉23－16引  
町．双葉町．葛尾村）   11（いわき地方合同庁  

舎）  



ヽ  

管轄一覧  

※注意＝市町村合併により，管轄が変更されている場合等がありますので，この一覧表に該当の市   
町村がない場合等．疑問がある場合は，合併後の市町村を管轄する法務局へ確認願います。  

都i首府県  法瀬后   支局   管要害区域   所在地   
山形県  山形  

番号   雷真東番号  
山形市，上山市．村山市，天蓋市，東裾市．尾花沢市．東村山郡山辺  山形市緑町一丁目5－4  990－0041  （023）625－1321  
町．東村山郡中山軒．北村山郡大石田町   8（山形地方合同庁舎）   

山形県  山形  寒河江   寒河江市，西村山郡大江町．西村山郡西川町．西村山都河北町，西村  
山郡朝日町   

山形県  山形  新庄   新庄市．最上部舟形町．最上部金山町．最上部真室川町．最上郡戸沢  
村．最上那大蔵村．最上郡鮭川村．最上郡最上町   

山形県  山形  米沢   米沢市．南陽市．東置賜郡京畠町．東置賜郡川西町   米沢市金池七丁目4－3  
3   

山形県  山形  長井   長井市．西置賜郡飯豊町．西蓬賜郡白鷹町．西置賜郡小国町   長井市四ッ谷一丁目7－  
15   

山形県  山形  ≡．ミ■’■   鶴岡市．東田川郡三川町   鶴岡市大塚町17－27  997－0047  （0235）22－  
1003．1681   

山形県  山形  酒田   酒田市．飽海都遊佐町．東田川都庄内町   き酉田市上安町一丁日6－  

岩手県  盛岡  本局   盛岡市．雫石町．葛巻吼 岩手町．八幡平軋 滝沢村．紫㈲軋 矢巾  岩手県盛岡市内丸7香2  020－0023  （019）624－g856（直  
町   5号（盛岡合同庁舎）  通）   

岩手県  盛岡  花巻   花巻市．北上市．酉和賀町   岩手県花巻市城内9番2  
7号   

岩手県  盛岡  二戸   ニ戸市．久慈市．軽米町，洋野町 野田札 九戸札 一戸町   岩手県二戸市石切所字狼  
穴33帯地1   

岩手県  盛岡  遠野   遠野市．大船渡市．陸前高田市．釜石市，住田町．大槌町   岩手県遠野市新町2香5  
号   

岩手県  盛岡  宮古   宮古市．山田軋 岩泉町 田野畑札 普代村．川井村   岩手県宮古市小山田1T  
目1番1号   

岩手県  盛岡  一関   一関市．平泉町．藤沢町   岩手県一関市城内3番2  
号   

岩手県  盛岡  水沢   奥州市．金ヶ崎町   岩手県奥州市水沢区字多  
賀97番地   

秋田県  秋田  秋田市．潟上市．五城目町 八郎潟打井川町．男鹿市．大潟村   秋田市山王7－1－3  010－0951  （018〉862－6531  



管轄一覧  

※注意‥市町村合併により・管轄が変更されている場合等がありますので，この一覧表に該当の市   
町村がない場合等．疑問がある場合は．合併後の市町村を管轄する法務局へ確認願います。  

都i旨肝県  法ラ隈忘   立后   管主宰区鰭   所芥土地   
秋田県  秋田  能代   能代市．三種町．八峰町．藤里町   

垂托†牢番早   雷真東番号  
能代市大町5－36   018－0803  （0185）54－4111   

秋田県  秋田  本荘   由利本荘市．にかほ市   由利本荘市給人町17  
本荘合同庁舎   

秋田県  秋田  大館   大館市，北秋田市．上小阿仁札 鹿角市．小坂町   大館市柄沢字狐台7－7  
3   

秋田県  秋田  横手   横手市   横手市本町2－9   013－0018  （0182）32－5153   

秋田県  秋田  湯沢   湯沢市．羽後町．東成瀬村   湯沢市田町2－6－38  012－0844  （0183）73－2450   

秋田県  秋田  大曲   大仙市，美郷町，仙北市   大仙市大曲日の出町1－  
3－4   

青森県  青森  青森市．平内町．今別町．外ヶ浜町．蓮田村   青森市長島一丁目3番5  
号（青森第二合同庁舎）   

帝森県  青森  むつ   むつ市．大間町．東通村．風間浦村．佐井村．横浜町   むつ市金谷二丁目6番1  
5号（下北合同庁舎）   

青森県  青森  五所川原   五所川原市．根掛町 中泊町．鶴田町．つがる市．鯵ヶ沢町，深浦町  五所川原市大字唐笠柳字  
藤巻507番地1，0   

青森県  青森  弘前   弘前市．黒石市．平川市．大鰐町．藤崎軒，田舎館村．西目屋村   弘前市大手早稲田三丁目  
1替地1   

青森県  青森  八戸   八戸市．三戸町．五戸町．田子町 南部町 階上町．新郷村   八戸市根城九丁目13呑  
9号（八戸合同庁舎）   

青森県  青森  十和田   十和田市、三沢市．野辺地町、七戸町．東北町．六戸町．おいらせ  十和田市西二脊町14番  034－0082  （0176）Z3－2424  
町．六ヶ所村   12号（十和田奥入瀬合  

同庁舎）   

北海道  札幌  札幌市中央区．札幌市豊平区．札幌市白石区，札幌市薫区．札幌市西  札幌市北区北8条酉2丁目  060－0808  （011）709－2311  
区．札幌市南区．札幌市北区．札幌市手稲区，札幌市厚別区．札幌市  
清田区．千歳市．江別市．恵庭市．北広島市．石狩市．当別町．新篠  
津村   

北海道  札幌  岩見沢   岩見沢市．三笠市．美唄市．夕張市，南幌町．月形吼由仁町．長沼  
町．栗山町   



つ  

管轄一覧  

※注意：市町村合併により．管轄が変更されている場合等がありますので．この一覧表に該当の市   
町村がない場合等，疑問がある場合は，合併後の市町村を管轄する法務局へ確認願います。  

着帽王ぎ府県  法滞后l   雷恩   管き璽区土或   所在地   垂托便番一号   宵宮再番号   
北海道  札幌  滝川   滝川市．砂川市．歌志内市．芦別市，赤平市．奈井江町．上砂川町．  

新＋津川町．浦臼町   

北海道  札幌  室蘭   室蘭市，登別市，伊達市．洞爺湖町．豊浦町．壮瞥町   室蘭市入江町1番地13  05ト0023  （0143） 22－5111   

北海道  札幌  苫小牧   苫小牧市．安来町．白老町．1享真町．むかわ町   苫小牧市旭町4丁目4番9号  053－0018  （0144）34－7151   

北海道  札幌  日高   浦河町，様似町，えりも町．静内町．三石町．新冠町．日高町．平取  静内郡静内町こうせい町2  056－0005  叩146）42－0415  
町   丁目4番1号   

北海道  札幌  小樽   小樽市．余市町．古平町．仁木町，積丹町．赤井川村   小樽市港町5番2号   047－0007  （0134）23－3012   

北海道  札幌  岩内   岩内町．共和町．泊村．神恵内村   岩内都岩内町字栄173番地  

北海道  札幌  倶知安   倶知安町．京極町．ニセコ町，留寿都村．真狩村．喜茂別町．蘭越町  虻田都倶知安町南1集束3  
丁目1番地   

北海道  函館  函館市．北斗市，・七飯町．木古内町．知内町．福島町．松前町．   函館市新川町25番18  040－8533  （0138）23－7511  
森町．鹿部町．八雲町．長万部町．せたな軋 今金町   号（函館地方合同庁舎）   

北海道  函館  江差   江差町．厚沢部町．上ノ国町．乙部町．奥尻町   檜山郡江差町字姥神町1  
67番地1（江差地方合  
同庁舎）   

北海道  函館  寿都   寿都町．黒松内町．島牧村   寿都郡寿都町字新東町2  
09番地10（寿都地方  
合同庁舎）   

北海道  旭川  旭川市．上川郡東神楽町，東川町，鷹栖軌比布町．当麻吼愛別  
机上川町美瑛町．富良野市．空知郡上富良野町中富良野軋南  
富良野町．勇払郡占冠村．深川取雨竜都沼田町．秩父別町．妹背牛  
町．幌加内町．北竜町．雨竜町   

北海道  旭川1  名寄   名寄市．士別市．剣淵町．和寒町．下川町．枝幸郡枝幸町．浜頓別  名寄市酉1条南11丁目1番  096－0011  （01654〉2－2349  
町．中頓別町．中川都美深町．中川町 音威子府村   地5   

北海道  旭川  紋別   紋別市．紋別郡興部町．雄武町．滝上町，西興部村   紋別市花園町2丁目2番4号  094－0015  （01582）3－2521   

北海道  旭川  留萌   習萌市．増毛郡増毛町．留萌馴、平町．苫前都苫前町羽幌吼初山  留萌市大町2丁目12番地  077－0048  （0164）42－0492  
別村   （腎萌地方合同庁舎）  



管轄一覧  

※注意＝市町村合併により・管轄が変更されている場合等がありますので，この一覧表に該当の市   
町村がない場合諷疑問がある場合は・合併後の市町村を管轄する法務局へ確認願います。  

都；首肝県  支局   
所1平地   

■；首   

垂n便番号   雷青天番 
管要害区戌      号   

尻富士町礼文郡礼文町宗谷郡猿払村   

、】首   釧路市．釧路町．厚岸町．浜中町．標茶町．弟子屈町．鶴居村．白糠  釧路市幸町10丁目8  085－8522  （0154）31－5015  
町   （釧路合同庁舎）   

北海道  釧路  帯広   帯広市．音更町 士幌町上士幌町鹿追町．新得町．清水町 芽室  帯広市東5条南9丁目1  080－85川  （0155）24－5823  
町中札内札更別札大樹町広尾町幕別町．池田町．豊頃町．  
本別町．足寄町．陸別町．浦幌町   

北海道  釧路  網走   網走市．東藻琴札 女満別町．斜里町、清里朝 小清7K町   網走市大曲1丁目1－4  Q93－qQ45  く015Z）43－8456   

北海道  釧路  北見   北見市．訓子府町置戸町．佐呂間町遠軽町．上湧別町，湧別軋  
美幌町．津別町   

北海道  釧路  根室   根室市∴別海町．中標津町．標津町．羅臼町   根室市弥栄町1丁目18  087－0009  （0153）23－4874   

香川県  高松  高松市．・さぬき市．薫かがわ市，小豆都小豆島町．小豆部土庄町．木  香川県高松市丸の内1番  760－  087－821－  
田郡三木町．香川郡直島町．綾歌郡綾川町   1号、（法務合同庁舎）  8508  61gl   

香川県  高松  丸亀   丸亀市．坂出市．善通寺市．綾歌郡宇多津町 仲多度郡まんのう町．  香It】県丸亀市大手町2T  763－  0877－2こ）一  
仲多度郡琴平町．仲多度郡多度津町   目1番13号   0034  0228   

香川県  高松  観音寺   観音寺市．三豊市   香川県朝昔寺市坂本町5  
丁目19番11号   0067   

徳島県  徳島  徳島市．小松島市．名東都佐那河内村．名西郡石井町．名西都神山  徳島市徳島町城内6番地  770－8512  （088）822－4171  
町．勝浦郡勝浦町，勝浦郡上勝町   6 徳島地方合同庁舎   

徳島県  徳島  鳴門   鳴門市．板野郡松茂町，板野郡北島町．板野郡藍住町．板野都板野  鳴門市撫養町帝浜字東浜  772－8003  （088）685－62Z（）  
町．板野郡上根町   81番地86   

徳島県  徳島  阿南   阿南市．那賀郡羽ノ浦町．那賀郡那賀川町 那賀郡那賀町．海部郡由  阿南市富岡町トノ町24  774－0030  （0884）22－0410  
岐町．海部郡日和佐町．海部郡牟岐町海部郡海南町．海部都海部  
町．海部郡宍喰町   

徳島県  徳島  美馬   美馬市．三好市．美馬都つるぎ町．三好郡束みよし町   美馬市脇町大字猪尻字八  
幡神社下南125番地1   

徳島県  徳島  吉野川   吉野川市．阿波市   吉野川市川島町川島47  
4番地川島法務総合庁  
円   

高知県  高知  高知市、春野町   高知市小津町4番30号  780－8509  （088）822－3331  



丁  

管轄一覧  

※注意＝市町村合併により，管轄が変更されている場合等があり．ますので，この一覧表に該当の市   
町村がない場合等．疑問がある場合は，合併後の市町村を管轄する法務局へ確認願います。  

都；首府県  法矛茶屋   支局   管轄区眉   所在地   
高知県  高知  いの   

垂旺†牢番早   電吉薫香早  
土佐市．いの町，仁淀川町．日高札 佐川町．越知町   高知県吾川都いの町1290  

番地4   

高知県  高知  香美   南国市．香美市．香南市．大豊町．本山町．土佐町．大川村   高知県香美市土佐山出町  
旭町1丁目4番10号  
土佐山田地方合同庁舎   

高知県  高知  須崎   須崎市．中土佐町．植原町．津野町．四万十町   高知県須崎市青木町1香4  
号  
須崎第2地方合同庁舎   

高知県  高知  安芸   室戸市．安芸市．東洋町．奈半利町，田野町 安田町 北川村．馬路  高知県安芸市矢ノ丸2丁目  784－0001  （08B7）35－2272  
札 芸西村   1番6号．  

安芸他方合同庁舎   

高知県  高知  四万十   四万十市．土佐清水市．宿毛市．黒潮町．大月町．三原村   高知県四万十市石山五月  
町3番】2号  

中村地方合同庁舎   
愛媛県  松山ト  松山市．伊予市．兼温市．伊予那松前町．伊予郡砥部町．上浮穴都久  

万高原町   

愛媛県  松山  大洲   大洲市，酉予市．喜多郡内子町   愛媛県大洲市田口甲2022－  
18   

愛媛県  松山  八幡浜   八幡浜市．西宇和都伊方町   愛媛県八幡浜市江戸岡1丁  
目ト5   

愛媛県  松山  西条   西条市．新居浜市   愛媛県西条市明屋敷168－1  793－0023  （0897〉56－0188   

愛媛県  松山  四国中央   四国中央市   愛媛県四国中央市三島中  
央5丁目4－31   

愛嬢県  松山  ＿ゝ．∴」 「7′d   今治市．越智郡上島町   愛媛県今治市旭町1丁目3－  
3   

愛媛県  松山  宇和島   宇和島市．北宇和郡鬼北町．北宇和郡松野町 南宇和郡愛両町   愛媛県宇和島市天神町4－  
40   



ヾ  

－
N
の
－
 
 
 



ヽ  

（参考資料）  

石綿閲連痛点の関係書類に係る億有年版   

区  分   書類 名 等   保 存 年 限 等   

死亡診断書  

診療録   5年（医師法第24条）（医療機関によっては10年程度保存）  

師翻巨等の検査記録   3年く保険医療機関及び保険医療養担当規則知条〉（医療機関によっては10年程度保存）  

病理解剖言己鐸、病理組織検査記録   3年（医療機軌こよっては10年程度保存。ただし、日本病理学会指針では永久保存）  

石綿による藻病である  
ことの確宅診断  

3年（保険医療機関及び保険医療養担当規則第9条）  

死亡診断香登は所轄法務局で27年間保存  
【病名、死亡原回】  死亡届に添付の死亡診断書等の記載事項証明  （利害関係人は死亡届専等の記載事項証明書を請求できる（戸籍法第48条））  

じん肺管理区分決定関係裸  30年（労働局保存）   

管粒区分決定関係研にlよ、じん肺管理区分決定通知書写、  
じん肺彊康診断結果証明書写（扮じん作莱瑚歴、X顔写真によ  
る検査、胸部に関する臨床検査、肺械能検査、合併症に関す  
る検査〉が含祭れる。  

石綿ばく霜の医学的  健康管理手帳交付簿、健康管理手帳台帳   30年（労働局保存）  

所見  
肺機能等の検査記録   3年（保険医療機関及び保険医療養担当規則9条）く医療機関によっては10年程度保存）  

【石綿肺1押頂プラー  
ク・石綿小棒（繊細）  

3年（医療機関によっては10年程度保存。ただし、日本病理学会指針では永久保存）  

の存在J  エックス線、CT等の検査記顔   3年（保臍医療擁関及び保険医療拳遁当用創第9条）   

石綿に係る作業記録、健康診断記録   30年（特定化学物質等障害予防規則第38条の4、第40条）  

会社の職歴証明等  

石頒ばく題作業従事歴            会社の登記簿   閉鎖の場合は、本社管轄法務局の閉鎖登記簿20年保存（商業登記規則第84釦 

厚生年金保険等の被保険者記録   （永年）  

同僚等の証言  石綿ばく霹作崇従事に係る同じ作業環境、同じ時期、同じ開聞の者  
塘         筆 聯 空 ⊂〉  
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